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第１章　予備調査団の概要

１－１　要請の背景、経緯

タイ国のエネルギー需要は、1980年以降の経済成長に比例して急速に増加している。タイ政
府は、今後の電力消費の大幅な増加及び、セメント産業用燃料とした石炭需要の増加により、
エネルギーの安定供給を行うためには、国産エネルギーである石炭の埋蔵量の確認が極めて重
要であると認識しており、工業省鉱物資源局（Ministry of Industry, Department of Mineral 
Resouces：DMR）を担当機関として、1987年から石炭探査・評価プロジェクト（Coal 
Exploration and Assessment Project：CEP）を実施している。
DMRは、CEPの促進を行いながら、第6次・第7次国内経済社会開発計画（National 

Economic and Social Development：NESD）（1987～1996）の下、CEPの促進を行った結果、45
箇所の石炭盆から19箇所の石炭開発有望地域を見い出し、8億7千万トンの石炭埋蔵量を新たに
確定した。また、有望3石炭盆に関する「石炭探査・評価調査」実施の要請書が日本政府に提
出され、JICAによる本格調査が1995年6月から1997年12月まで実施された。
第8次国内経済社会開発計画（1997～2001）における少なくとも10鉱床以上の開発調査実施を
踏まえて、先方政府から、19有望石炭盆の一つであるガオ石炭盆を対象としたF/S調査の実施
に関し、1997年に継続して1998年11月に要請が出された。
一方、同国では、1996年以降の輸出の伸び悩みや経常収支赤字の拡大から、深刻な不動産不
況を招き、為替制度の実質的変動相場制移行に伴い、バーツが大幅に下降し経済危機が発生し
た。これらのことから、同国では石炭の海外依存度を下げていく方針であり、国産の石炭に対
する需要が増加傾向になると予想され、増加する需要に見合う国内石炭の開発を早急に検討す
る必要が生じた。
その後の情報において、経済危機以前に策定していた輸入炭による石炭開発計画も延期され
ていること及び、品質特性の悪さはあるものの改質技術を導入した国内炭の利用が緊急の課題
であることが判明したため、先方関係機関との協議を通じて、石炭需要の展望及び、本格調査
実施の必要性を確認し、ガオ石炭盆総合開発計画における開発調査の枠組み（調査内容・対象
地域・時期・期間）を策定することを目的とし、1999年12月に予備調査団を派遣した。本格調
査の内容について協議を行った結果、双方の間で協力内容に関する合意が得られたため、1999
年12月21日に実施細則（S/W）を署名交換した。

１－２　今回調査の目的

今回の予備調査は、調査対象地域の現地踏査及び先方関係機関との協議を通じて、19箇所の
石炭開発有望地域のうち、要請のあった「ガオ石炭盆総合開発計画調査」に係る本格調査実施
の必要性を確認し、本格調査における調査内容、調査工程、調査範囲等を明確にすること及び、
可能であれば、S/W署名を目的として行うものである。
調査内容は以下のとおり。

（１）要請の背景と内容の確認
（２）関連情報・資料の収集・整理
（３）エネルギー事情の現状調査（政策、機関等）
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（４）石炭開発事情の現状調査（政策、機関等）
（５）石炭資源の現状調査（資源量、炭質、探査等）
（６）鉱業及び鉱山機械産業の現状調査
（７）現地踏査（地形、地質、自然環境、社会環境等）
（８）先方の調査実施体制の確認
（９）本格調査の調査内容、調査範囲等の確認
（10）現地再委託業務調査（関係資料の収集）

１－３　調査団員構成

氏　名 担　当 所　属
（１）佐野美則 団長・総括 JICA 専門技術嘱託
（２）高橋健 石炭行政 （財）石炭エネルギーセンター
（３）長谷川博文 調査企画 JICA 鉱工業開発調査部資源開発調査課
（４）熊谷研一 石炭開発計画 ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ・ｻｰﾋﾞｽ（株）
（５）新沼岩保 石炭地質 サンコーコンサルタント（株）
（６）中沢信之 鉱山環境 千代田ﾃﾞｨﾑｽ・ｱﾝﾄﾞ・ﾑｰｱ（株）
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１－４　調査日程

全日程 1999年12月12日～1999年12月24日（13日間）
現地調査期間 1999年12月12日～1999年12月23日（12日間）

１－５　主要面談者

氏　名 職　　位

工業省鉱物資源局（Ministry of Industry, Department of Mineral Resources：DMR）
Mr. Nopadon Mantajit Director General
Mr. Kririth Nilkuha Director, Mineral Fuels Division
Mr. Nares Satayarak Head of the Project, Mineral Fuels Division
Mr. Somchai Poom-im Senior Geologist, Mineral Fuels Division
Mr. Apichart Jeenagool Geologist, Mineral Fuels Division
Mr. Wuttipong Kongphetsak Geologist, Mineral Fuels Division
Mr. Sunton Srigulruong Geologist, Mineral Fuels Division
Mr. Tinnakorn Sunee Geologist, Mineral Fuels Division
Mr. Pornchai Pongkorn Geologist, Mineral Fuels Division
Ms. Naiyana Kallapravith Environmental Scientist
Ms. Sansuda Chaiyasingh Environmental Scientist
Ms. Duangta Locharoencat Environmental Scientist
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タイ電力庁（Electricity Generating Authority of Thailand：EGAT）
Mr. Viravat Chlay Governor
Mr. Chamlong Uchukomol President, Fuel Business-Planning and Development
Mr. Narongsak Vichetpan Vice President, Fuel Business-Planning and Development
Mr. Surindr Kanjanophas Manager, Energy Resources Engineering Division
Mr. Nopadpl Santipong Manager, Energy Resources Exploration Sub Division
Mr. Chninton Sriratpinyo Project-Manager, New Coal Mine Development
Mr.. Suttipan Chantanahorivony Senior Geologist, New Coal Mine Development

メモ石炭火力発電所（EGAT管理Mae・Moh mine及びMae Moh発電所）
Mr. Pairote Anupandhanant Manager, Geology Department
Mr. Kampanart sangsuphan Manager, Geological Resources Assessment Section
Mr. Tanakorn Poolthavee Manager, Production Division
Mr. Kiertisan Ekapand Manager, Production Division
弘岡　慎一郎 宇部興産株式会社

国家ｴﾈﾙｷﾞｰ政策局（National Energy Policy office：NEPO）
Mr. Viraphol Jirapraditkul Director, Energy Policy and Planning Division
Mrs. Morakot Limtrakul Chief, Energy Policy and Planning Division

ガオ（Ngao）町役場
Mr. Ongrard Khvsuwon Vice-Mayoo

総理府技術経済協力課（Department of Technical and Economic Cooperation：DTEC）
Mr. Banchong Amrnchewin Chief, Japan Sub-Division, Extrenal Cooperation Division 1
Ms. Hataichanok Siriwadnakul External Cooperation Officer, Japan Sub-Division
Ms. Thanyaporn Lertluksana External Cooperation Officer, Japan Sub-Division
Mr. Keiichi Takeda JICA Senior Advisor

在日本国大使館
戸高　秀史 二等書記官

JICAタイ事務所
岩口　健二 所長
梅崎　裕 次長
中本　明男 所員
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１－６　面談記録

（１） JICA事務所表敬
日時：1999年12月13日（月）10：00～10：30
予備調査団の紹介の後、派遣経緯を調査団派遣前に実施された各省会議資料を基に、

本予備調査団の目的、調査の進め方、本格調査内容等について説明し、協力を求め了解
を得た。予定していた日本大使館表敬訪問は都合により中止となった。

（２） DMR表敬
日時：1999年12月13日（月）11：00～11：30
予備調査団の紹介の後、本予備調査団の目的、調査の進め方、本格調査内容等につい

て説明し、協力を求め了解を得た。
先方署名予定者のDirect Manager Napodon氏が中国北京市へ出張し、帰国が12月25日

になるため、署名の必要な書類を準備しておいてくれれば、帰国後署名するとのこと。
また、来年1月に東京に行くので、その際でも署名可能であること。調査団の帰国予定
日は12月23日であるため、調査団はこの方法で良いか検討すると答えた。
調査団は、Lampanの現地踏査の際、メ・モ火力発電所及び炭鉱の視察の希望を伝え、

必要な調整を依頼した。 Lampanの現地踏査の際、DMRは３名のC/Pを同行させること
を約束し、明日以降の調査スケジュールを確認した。

（３） EGAT表敬
日時：1999年12月13日（月）14：00～16：00
予備調査団の紹介の後、本予備調査団の目的、調査の進め方、本格調査内容等につい

て説明し、協力を求め了解を得た。その後、以下の事項について協議した。
１）ガオ石炭盆を開発した場合、メ・モ火力発電所においてガオの褐炭を利用する予
定の有無について質問したところ、ガオの褐炭は硫黄含有量が高いため、現状では
使用する予定は無いとの回答を得た。ただし、処理により硫黄含有量を1％以下に
低減できれば、購入可能であるとのことであった。

２）メ・モ火力における環境問題について尋ねたところ、現状ではダストの問題があ
るとのこと。脱硫装置は14基のボイラーのうち、古い1～3号機を除いて整備しつつ
あるとのこと。住民移転については、周辺住民はほとんどメ・モ火力の従業員であ
り、保証をすることにより特に問題は起きていないとのこと。

３）EGATがガオ地区で地震探査、ボーリングを過去に実施した理由とその結果の解
釈について尋ねたところ、明日DMRを通じて回答するとの回答を得た。

４）メモ火力及び炭鉱の現地見学を12月17日(金)とすることで了解を得た。

－5－



（４） DMRとの協議
日時：1999年12月14日（火）
１）地質
ａ）地質構造
ｂ）地質条件
ｃ）品質、特に硫黄分について
（説明）
・2年間にわたり、データーを検証した。
・Lignite中の硫黄成分について、DMRでは全量分析可能であるが、有機・無機の
形態別
定量は出来ないとのこと。定量分析可能なのは、メモのEGATラボだけとのこと。
・硫黄分の等品位図の作成は非常に難しい。
・ボーリングの実績は、EGATが16本、24百万㌧捕捉。（2本は石炭に当たらず）
DMRが過去22本（6,000m）資源量は48百万㌧に、ここ2年間で12本（8,000m）
追加し、確定資源量は124百万㌧になった。資源量の計算はUSGS法に準拠。（確
定資源量とはボーリング孔より、半径200mまでの範囲を資源量として計上また、
demonstratedとは半径400mまでの範囲を計上したもの。）
・以前JICAに提示した資料ではdepositは、Ban Haeng Nua、Ban Haeng Tai、Ban 
Bo Ho、の3つとしていたが、その後の調査で前2depositは1つのdepositとして連
続性が確認され、ガオのdepositは、Ban Haen Tai 70百万㌧、Ban Bo Ho 54百万
㌧の2depositとなった。
・seam thickness contour、cross section等は作成していない。
・ボーリングコアは代表的なものだけSaraburiに保管している。
・地図については、1/10,000、1/50,000、1/250,000がある。航空写真は無い。こ
れらの地図は新しいものではなく、市中ではなかなか入手できないが、調査団
に渡せるように努力するとのこと。
・ガオ調査資料
地震探査 Velseis社
データ解析 Water Resource社

２）石炭地質
ａ）効率的な操業 タイで一般的な操業技術

露天掘、タイ国産設備採択の可能性
ｂ）国際競争力 インフラ　　　　等からの観点から質問。
・石炭のほかにも、石灰石、亜鉛鉱、タングステン、錫などの鉱業があるが、採
掘法はいずれも露天掘。坑内掘も1箇所あるが、うまくいってない。
・選鉱技術としては、重液、テーブル、浮遊選鉱等が採用されている。
・大型の採掘機械は総て輸入。小型の建設機械は国内で生産している。
・選炭は2～3の炭鉱で実施したが、採算が取れなかった。
・炭鉱は剥土比5～8m3/Tで操業。
・国内炭の価格パラメーターは5,000カロリーが基準。硫黄分・水分にペナルティ
ー。
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・石炭輸送価格は、1baht/km-t。
・石炭のユーザーとしては、セメント、たばこ産業等を考えているが、まだ本件
でユーザーと話し合ったことはない。また、地下ガス化でユーザーの開発も志
向している。
・石炭開発と地域社会の関連。ロイヤリティー25baht/ｔのうち50%を地域還元す
る。
・鉱山別の長期生産見通しについては1996年の6年間マスター計画としてドイツの
コンサルタントに作成させたもので、見直し版は作成していない。

（５） NEPOとの協議
日時：1999年12月15日（水）
石炭需要の見通し及び、今後の石炭開発計画等について、情報を聴取してところ、以

下のとおり。
・先日、APECの第8回のコール・セミナーでタイはエネルギーの長期見通しを発
表したが、その後見通しが変化したかの問いに対し、経済見通しは変わってい
ないとの説明を受けた。
・IPPは前回の長期見通しより5年ほど遅れているようだが、どうなのか。スケジ
ュール通りのものもあり、遅れたものもあり、中止したものもあるとの説明。
・EGATは5年計画を延期したと聞いているがどうかとの問いに対し、将来的には
EGATではなく、IPPの伸びに期待している。IPPの原燃料が何になるかは、ま
だわからない。
・石炭輸入については、どう考えるか。現在、22～40US＄/T.CIFであるが、ドル
高であり、タイにとっては高価すぎる。
・1998年の国内炭消費実績については、電力消費量が下落したこと、また、
Mae・Mo発電所で大気汚染の問題があり低迷した。しかしｂながら、セメント
は輸出量が増加したため、生産量は減とはならなかった。
・DMRから日本政府（JICA）へガオのF/Sを要請していることも承知しており、
品質においても硫黄が５％あると聞いている。
・硫黄分がどの程度低減できるかの問いに対し、硫黄分のい比率、すなわち、有
機硫黄と無機硫黄の含有率で異なることを説明。
・サイアムセメントは3％以下なら問題ないと聞いているが、どうか。輸入炭と褐
炭を混炭して、硫黄を低下させることも考えているが、その場合、輸入炭とし
てはインドネシア炭、中国炭をバンコック周辺で使用するのでなければ、採算
に乗らないであろう。
・ちなみに、現在の輸入炭価格は1,000baht/t・CIF、メ・モまでの運賃は
250baht/tであり、エネルギー政策に競争原理を導入して行きたいと考えている。
・現在の硫黄分排出規制ですら四苦八苦している状況であるため、Mae Moh発電
所の拡張計画はないと聞いている。したがって、新設の発電所はIPPと考えてい
る。
・9th．National Planはいつ出来上がるのかとの問いに、今年中（2000年）にマク
ロプランを作成し、各部門計画（例：エネルギー）は来年2001年に着手すると
の説明があった。
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（６） DMR（Mr.Nares氏）との打ち合わせ
日時：1999年12月15日（水）
NEPOからの情報を基に、本調査の位置付け等を含めた今後の石炭開発計画等につい

て、情報を聴取してところ、以下のとおり。
・どうして、ガオのF/SをJICAに要請してきたのかとの問いに、私見であるが、
高硫黄分というのが、タイ国褐炭の特徴であり、ガオの石炭盆を開発できれば、
他のタイ国褐炭の開発に大きく貢献することができると考えており、選出して
いると思う。また、位置的にもMae MohやLampangに近くパイロット・プロジ
ェクトとして適している。硫黄分をいかに低減できるかが重要なポイントであ
ることは認識している。また、People communicationの問題もある。例えば、
Mae Moh炭鉱は尾根に炭層が賦存しているため、居住地域との間で問題を生じ
ている。採掘による自然破壊を最小限度に止めるとといった観点から、環境保
全についてスタディすることも大切と考える。
・その他の開発地域として、低硫黄分の石炭盆としてはWiang Haeng地域がある
が、国境に近く誘拐等、治安上の問題がある。

（７） DMR環境部との打ち合わせ
日時：1999年12月15日（水）
昨日に続き、環境関連の情報収集を事前に送付した質問表に基づき、DMR環境部に対

してヒアリングを行い、翌週の火曜日12月21日までに資料を準備することを依頼した。

（８） 調査対象地域視察
日時：1999年12月16日（木）～17日（金）
１）ガオ（Ngao）市一般情報

ガオ市の情報
・人口64,000人
・農業が主要産業（タバコ、アヅキ、ニンニク、樹脂、稲作）
・飲料水：ガオ川（市役所の1km上流から取水、塩素殺菌）、周辺集落は地下水利
用
・小規模な灌漑用ダムがある。主要な水利用は灌漑用水。漁業は自家用程度。
・少数民族：ヤオ、メオ、イコー、カレン、カモなどの民族が約4,000人。特に保
護策は無い模様。
・土地は高度に利用され、計画地の北部は台地状で畑作中心、南部は平地で稲作。
・3年間治安上の問題は無い。
・環境データは気温、降水量のみ。
・周辺都市ランパン市から車で国道１号線　約80km、2時間。途中舗装工事中区
間が存在するが、ガオ市街までのアクセスは何等問題ない。
・バンコク～ランパン市までは、直線距離で約520㎞あり、空路で約2時間、陸路
で7～9時間を要する。
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２）ガオ石炭盆調査対象地域
調査対象地域は、M/Mに添付しているように、ガオ市街地から北東部　約6km地

点を中心に、63 km2程（要請書では195 km2）想定している。対象地域の土地利用
水田地帯となっており、さすがに市街地から離れると、アクセス道路も悪く、
4ＷＤ車による移動が望ましい。
調査団は、北部及び南部の石炭分布地域を訪れ、現地状況を確認した。石炭盆は、

基盤岩に囲まれた盆地内にあり、丘陵状～氾濫原堆積物に覆われた田地状の地形を
呈している。北部に１箇所のみ認められる石炭の露頭は、地表下約2mに存在すると
のことであったが、現状では視認できなかった。20年以上も前に確認されたとのこ
とで、DMRの現地案内者も見たことがない。
採掘に関しては、露天掘りを前提に考えると、地下水面が地表に近く、排水処理

及び捨石・廃材処理を要するが、本質的な問題は今のところ見当たらない。

３）メモ石炭火力発電所視察（EGAT運転管理）
・総発電設備容量：2,625ＭＷ（発電機13基（最大300MW）、従業員（炭鉱と共に）
6,000人）
・発電所使用褐炭量は、4.5万t/dayであり、基本的に自給している。
・石炭採掘は、9鉱区の内3箇所まで行われている。石炭層は、上位よりJ,K及びQ
の3層からなり、硫黄分の含有量等の特性に応じて使い分けられている。
・構内環境は、良く整備されており、粉塵や煤煙による地表面の汚れがほとんど
認められない。
・採掘地域の剥土比は、5 t3/m程度で操業されており、掘削残土は現在の地表面
上に仮置きされている。掘削終了後は、これを使用して埋め戻す計画である。
・発電所に付随し、ブリケットへの利用を目指して、NEDO/GAP事業のテストプ
ラントが稼働している。

環境対策
・大気：散水によるダスト対策、貯炭場における褐炭自然発火対策は散水、ビニ
ルシートカバー、石炭パイル内の熱量蓄積を考慮し2週間以内に使用する。サイ
ト周辺10数カ所の自動モニタリングの設置。
・水質：大部分の水はリサイクル。最終排水は自然河川に放流するが、ウエット
ランドによる排水処理を実施し水質には問題無いとのこと。最終放流水を含め
てサイト内10数カ所で月一回のモニタリングを実施。
・住民移転を実施したが、その際には少数民族の問題は無かった。少数民族は生
活習慣が違うだけで、通常一般の人たちと大きな違いはないとのこと。

（９） DMRとのS/W協議
日時：1999年12月20日（月）
調査団はS/W署名の条件を説明し、DMRと以下の協議を行った。

・タイ国の経済状況における褐炭利用の意義
・タイ国の褐炭資源におけるガオ地区の褐炭開発の意義
・ガオ褐炭の硫黄含有量が高く市場開拓が困難ではないか
・改質技術導入の可能性および改質後の市場
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・ガオ褐炭資源の評価上の問題点
上記項目について協議し、当初の計画を変更して、調査をPhase1及び2に分けて、

Phase1ではガオ褐炭の利用可能性を評価し、その結果を受けてPhase2を実施すること
に合意した。
ただし、Phase1の結果如何ではPhase2の中止もありうることを確認した。

（１０） DMRとのS/W協議
日時：1999年12月21日（火）
調査団はS/W及びM/Mについて説明を行い、署名した。
鉱山環境では、DMRの環境セクションの担当者から質問票の回答を得た。参考情報

は以下の通り。
・ガオ計画地は一部国有林および源流域の指定地に含まれる可能性があり、この
場合指定地の解除の申請が必要である。
・気象観測点がランパン市内にあり、データは蓄積されている。
・少数民族の保護は、マレーシア国境のサカイ族に対してのみ実施されており、
ガオ地区の少数民族は保護の対象外である。

（１１） JICA事務所、日本国大使館、先方窓口機関DTEC報告
日時：1999年12月22日（水）
調査団から署名したS/W及びM/Mについて報告を行ったところ、主な事項は以下のと
おり。
１）JICA事務所報告

佐野団長から、Phase分けにした理由及び、何故ガオ地域の選定根拠等の説明を
行った。
岩口所長から指摘のあった点は以下のとおり。
・Phase分けした点については、賢明であったと思います。
・DMRが本件を開発したいと思っている理由は何ですか。
・EGATは本件について、どう考えているのか。
・タイ国の褐炭資源は、現在商業ベ－スで使用されているが、品質の関係から環
境保全上の課題も抱えており、EGATが環境対策に苦労している。ガオ地域の
ような高硫黄分の石炭資源を商業ベ－スで使用するためには、今後の技術革新
の進行や付加価値を高めることが必要であり、また本案件に対するタイ国側や
将来の事業主体であるEGAT側の位置付けを吟味した上で進める必要がある。
一気にF/Sに進むのは難しいので、PHASE1でしばらく様子を見るのが妥当であ
る。

２）大使館報告
佐野団長から、今回調査内容及び調査結果について説明の後、戸高書記官からの

指摘事項は以下のとおり。
・全体エネルギー利用における石炭利用の位置付けはどうなのですか。
・最近、電力事情については天然ガスの開発等があり、だいぶだぶついていると
考えているが、石炭開発の位置付けはどうですか。
・現地踏査もされたとのことだが、現地事情及び将来の事業化についてはどうで
すか。
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３）DTEC報告
佐野団長から、今回調査内容及び調査結果について説明の後、DTEC担当からの

指摘事項は以下のとおり。
・本件については、2年前から要請を挙げていたのですが、何故今頃採択されたの
か。
・調査開始時期はどうして、2000年8月を想定しているのか。ボーリング調査時期
は乾季に実施する等、考慮する必要がある。
・前回調査（石炭探査・評価調査：1995～1997）との違いは何ですか。
・既存メモ石炭火力発電所で実施いているモニタリング等にあるように、環境に
ついては特に配慮して頂きたい。
・電力事情に関して、マレーシア国と2ヶ月前、天然ガス輸入に関する署名を実施
したばかりであるものの電力需要は思わしくない状況が続いている。
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第２章　協議結果

２－１　対処方針

本調査では、前章１－２　調査の目的に記載したように、調査対象地域の現地踏査及び先方
関係機関との協議を通じて、石炭開発有望地域のうち、「ガオ石炭盆総合開発計画調査」に係
る本格調査実施の必要性を確認し、本格調査における調査内容、調査工程、調査範囲等を明確
にすること及び、可能であれば、S/W署名を目的として行うものである。
調査団派遣前に実施して各省会議での対処方針項目は以下のとおりである。

（１） 石炭需要の見通しについて
昨年度入手した情報によれば、1998年における石炭需要は経済危機の影響から一部の

産業分野工場が休止しており、1997年度の石炭使用量と同様になると予測しているとの
ことである。事前情報として、昨年度実際の使用量及び今後の需要予測について、先方
側に情報提供依頼をした結果、1998年度実績は1997年実績より落ち込んだものの2006年
には1.5倍、2011年には2.3倍（とりわけ電力分野）の需要増が見込まれているがこれら
の根拠等再確認するものとする。

（２） 本計画の開発政策上の位置付け及び優先度について
要請背景にもあるように本計画は、1997年12月に終了した「石炭探査・評価」結果及

び今後のエネルギー開発計画に沿った第8次NESD（National Economic and Social 
Development）計画（1997～2001）の下、今までに確認されている石炭鉱床の一つであ
るガオ（Ngao）石炭盆の総合開発計画の策定が目的である。
先方C/P機関DMR（Department of Mineral Resouces）は、上述計画の中で少なくても

10以上の鉱床を調査するアクションプランを謳っていることから、本対象地域以外での
調査進捗状況について情報提供依頼をした。その結果、1997年から2001年までに17鉱床
の調査が計画され、現在まで7鉱床の調査を実施されている状況である。本予備調査で
は、改めてエネルギー政策、電力開発計画や石炭開発計画等の最新情報を収集するとと
もに、現在までに実施されている鉱床調査状況を把握し、本計画の開発政策における位
置付け及び優先度、早期実施の必要性を再確認する。

（３） 要請内容の確認について
以上の確認に加えて、要請案件の具体的内容についても再度確認する。1998年11月に

提出された要請書の内容は、昨年に出された要請内容と同様であり、上述のとおり、
１）ガオ石炭盆総合開発計画に係る最適開発計画の策定
（技術、経済・財務、環境の各方面からのﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨ評価）

２）石炭鉱床開発における環境影響を最小にする効果的なガイドラインの策定
３）石炭鉱床開発手法（石炭探査、埋蔵量評価、効率的採鉱法・選炭法、環境）に関
する技術移転が目的であり、調査開始時期を1998年1月、調査期間を2年になってい
る。

調査内容も含めて要請書内容について変更があるかどうか確認した結果、調査期間の
スライド以外、内容の変更はないとの回答を得ている。予備調査においては、以上の確
認を踏まえ、本格調査内容を本調査において再確認する。
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（４） 調査対象範囲について
要請書における調査対象範囲は、タイ北部の都市ランパンの東80kmに位置するガオ

（Ngao）地方であり、対象地域195 km2、予測されている石炭埋蔵量は9,910万ton、評価
されている埋蔵量は4,840万tonとなっている。
過去に、DMR、タイ電力公社（EGAT）が対象地域において石炭探査を実施しており、

これらの調査結果資料を収集するとともに、具体的な対象地域を先方と協議の上、調査
地域を再確認することとしたい。要請書によれば、先方側は、全体調査期間2年間のう
ち、石炭探査には5ヶ月程度を想定しており、この期間内で調査終了となる調査内容と
し、調査費用（現地再委託業務も含め）が膨大になると想定された場合は、本部と連絡
の上、調査範囲を決定する。

（５） 調査内容（現地再委託業務）について
ガオ石炭盆における埋蔵量の評価を行うにあたり、必要とされる調査は、前述６（３）

調査範囲のとおりである。このうち、地形測量、地震探査、試錐調査及び環境調査につ
いては、現地再委託業務による調査とし、原則として日本側で実施することを考慮して
いるが、先方側が1997年に地震探査等を実施している経緯もあることから、可能な限り
タイ国側で実施するような作業分担とする。

（６） 石炭開発計画／石炭地質／鉱山環境分野について
今回調査において、関係機関からの資料収集、事情聴取並びにガオ石炭盆地域の現地

踏査により、現状の状況把握を行うとともに石炭総合開発に係る事項を調査する。
石炭開発計画分野については、ガオ石炭盆の採掘条件（位置、地形、石炭賦存状況、

石炭･岩石の力学的性状）、炭質・選炭特性、インフラ（道路鉄道等、電力および水の供
給状態）、労務費、輸送費等についての概要を把握して、供給･需要両サイドからの最適
出荷品位の設定を行い、最適鉱業計画の検討及びガオ石炭開発における国際競争力に関
する検討を行う。
石炭地質分野については、ガオ石炭盆を対象とした既往石炭探査資料・適用探査手法

の情報を収集するとともに現地踏査を行い、調査対象地域の地質状況、石炭賦存状況及
び調査進行状況を把握して、探査手法の検討を行う。
鉱山環境分野については、タイ国における環境関連組織、法規、EIAシステム等の情

報を収集するとともに、調査対象地域における自然及び社会環境の概要を調査して地域
の環境特性を把握し、ガオ石炭盆開発によって発生する可能性のある環境影響及び必要
となる環境配慮事項をとりまとめる。

（７） プロジェクト実施体制の確認について
本格調査における実質的なカウンターパートは政府機関であるDMRになると思われ、

現時点での実施体制及び行政組織・制度・法体系の実態が不明であるので、石炭開発に
係る諸規則の関係情報を入手する。また、現状を把握し開発調査協力が実施される場合
のタイ国側負担事項について同意を取り付けると共に予算処置、実施体制、技術レベル
等を含め、タイ国側の実施能力を確認する。
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（８） 対象地域までのアクセス及び対象地域での治安情勢について
現時点においては、対象地域における危険情報はないが、本格調査実施に際し、対象

地域までのアクセス、対象地域及びその周辺の治安情報を現地事務所、大使館、先方
C/P機関等から聴取し、常時連絡がとれる措置をすることとしたい。

（９） その他
調査項目・内容について、S/W（案）に基づき先方と協議を行うが、タイ側との協議

の結果によっては、より効果的な調査を行うために項目・内容を変更する可能性がある。
協議に当たり、本質的な変更若しくは調査経費に多大な影響を及ぼすような変更がある
場合には、本邦に請訓して対処することとするが、それ以外の軽微な変更については調
査団の判断で対処し、可能で有ればS/W署名を行う。

２－２　対処方針

協議に関しては、工業省鉱物資源局（DMR）から予備調査団に対するC/P担当が配置され、
担当課長を含め実施された。先方側の本案件に対する期待は大きく、各関係機関との調整も含
め、協力的に動いており、可能な限りの情報の聴取、関係資料の収集もできた。
各省会議にて説明を行った対処方針に従い、本計画の位置付け、優先度等を確認した結果、
詳細は（３）協議概要のところで記載するが、当初予定していたS/Wを訂正し、Phase分け
（Phase1及びPhase 2）して実施することが望ましいと判断され、本案件に関するS/W及びM/M
の確認を行った。先方側署名者が出張のため、日本側のみの署名で帰国することになったが、
調査内容については、両者間で合意しており、後日署名の後、事務所を通して送付してもらう
こととした。
署名したS/W及びM/Mの内容は別紙のとおりであるが、要約は以下のとおりである。

（１） S/W内容
調査範囲（Scope of the Study）
Phase1 基本計画段階
１）既存資料、情報・文献の収集及び解析
２）ｴﾈﾙｷﾞｰ事情調査
３）石炭開発事情調査
４）ボーリング調査
５）ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ＆試験・分析
６）資源評価
７）改質技術の適用（脱硫、脱灰、脱水）
８）石炭（リグナイト）生産コストの概査
９）予備市場調査
１０）ガオ石炭盆の予備評価

Phase2 ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨ調査段階
１）地形調査
２）試錐調査
３）物理検層
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４）石炭及び付随鉱物の試験・分析
５）環境調査
６）埋蔵量評価
７）最適鉱業開発計画の策定
８）市場調査
９）事業実施計画の策定
１０）事業費積算
１１）経済・財務分析
１２）事業化資金源の選定調査
１３）総合評価及び提言

（２） M/M内容
１）調査対象地域
２）調査実施条件
２－１　石炭資源（リグナイト）評価の再確認
２－２　ガオ石炭盆の開発可能性の再確認
２－３　Phase1・2に分けて実施
２－４　市場調査を含め石炭資源利用の促進

３）サンプリング及び試験・分析（Bulk サンプリングを含む）
４）カウンターパート担当の配置
５）カウンタパート研修

（３） 協議概要
１）石炭需要の見通しについて

先方側から提出のあった事前情報では、1998年度実績は1997年実績より落ち込ん
だものの2006年には1.5倍、2011年には2.3倍（1998年実績から逆算すれば年増加率
7％、とりわけ電力分野）の需要増が見込まれていることが分かっていた。本事項
についてDMRに再確認したところ、エネルギー政策計画担当部局である総理府
（Office of the Prime Minister）内の国家ｴﾈﾙｷﾞｰ政策局（National Energy Policy 
office：NEPO）が作成した需給計画予測に基づき、提出されたものであることが判
明した。
NEPOに再確認したところ、1998年度版（1997/10～1998/9）を改訂しており、

1999年度版（1998/10～1999/9）については現在作成中であり、近日完成するとの
情報を入手し、現時点における最新版（タイ語：1999年9月作成）を入手した。こ
れによると、2006年以降の石炭火力による電力需要増加率は4%弱を見込んでいる。
経済危機以前に策定した輸入炭を原燃料とする石炭火力発電建設計画は、2002年か
ら再開される計画になっている。一方、電力庁（EGAT）が管理する石炭火力発電
所による出力増加を含め、国内炭を利用した新たな石炭火力発電建設計画は想定し
ておらず、需要増加分はIPP・SPP（いずれも輸入炭）による供給計画となっている。
また、電力分野と産業分野における石炭需要の割合は、7：3となっており、産業分
野における石炭需要は、4%弱の年度需要増加を見込み、電力分野を含めた全需要に
おける割合は、3割程となっている。
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国内炭の開発について、NEPOもDMR同様、品質特性の悪さ（高硫黄分、高灰分、
高水分）を承知しているが、環境基準をクリアする改質技術等を導入した国内炭の
利用が緊急の課題となっている。

２）本計画の開発政策上の位置付け及び優先度について
DMRは、第8次NESD（National Economic and Social Development）計画（1997～　

2001）に基づき、JICAが1995年から1997年まで実施した「石炭探査・評価調査」手
法を参考にして、石炭評価調査をすでに７石炭盆で実施しており、本プロジェクト
の対象地域であるガオ（Ngao）地域も1997年から9ヶ月かけて、DMRが900万Baht
の予算でそれぞれ地震探査解析、追加試錐14本及び可採炭量計算を行い、成果品と
してこれらをまとめた報告書を1998年5月に作成している。

DMRは今後、開発に進むべき石炭盆として、有望視されているものとして、タイ
北部地域では、1.Wiang Haeng石炭盆（確定資源量 93.02百万t）と2.Ngao石炭盆
（確定資源量 124.00百万t）を挙げており、1.Wiang Haeng石炭盆については、立地条
件の点において、ミャンマー国との国境地域で治安上の問題があること及びインフ
ラ設備が整備されていない等の問題もあるので、埋蔵量が多いこと、また、ランパ
ン市から近く、調査地域へのアクセスがよいことなどの条件を備えたガオ石炭盆に
関するF/S調査を行うこととした旨の説明を受けた。
しかしながら、ガオ石炭盆のF/S調査は、先方も国内炭の開発は品質特性の悪さ

（高硫黄分、高灰分、高水分）から難しいことを十分承知した上で、その国内炭の代
表的品質を有するガオ石炭盆の技術的・経済的観点からの利用可能性を期待して
JICAに要請した案件であり、今回予備調査の結果、改質技術導入の可能性検討が必
要不可欠であることを双方で認識した。このため、S/W調査範囲Phase1にありよう
に、まず、現在までDMR及びEGATが実施している既存データの分析を行い、ガオ
採掘対象区域からサンプルを採取し、改質課程で一番重要視されている脱硫の要因
である有機と無機硫黄分の割合を明らかにし、改質の難易度を検討する。加えて、
補足的な試錐を行い、より適切な資源量の評価を行うことは、今後の国内炭開発可
能性の追求に十分価値があると判断した。
既存情報の収集結果から、現時点の情報だけでは、ガオ石炭盆の褐炭の地質解析

が不十分であること、品質が三重苦（高硫黄分、高灰分、高水分）であること、褐
炭の市場が明らかでないことなどの問題が判明したため、要請内容どおりに本調査
を実施することは難しいと判断し、必要な調査を実施し、可採埋蔵量及び炭層賦存
状況を明らかにし、改質技術等を駆使した石炭盆開発基本計画の策定までをPhase1
として実施することとし、その結果、フィージブルであると判断された場合に限り、
Phase2のF/S調査段階に進むS/Wに変更した。
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３）当初案との変更点について
各省会議時説明からの変更点については、基本的な内容の変更はしておらず、調

査順序を若干移動し、Phase分けしたものとなっている。主な変更点は、以下のと
おり。
・Phase1 4) Drillingとして、改質検討のため代表的な品位のサンプル採取、及び
地質解析のため、３本程の補足的なボーリング調査を実施する。
・Phase1 5) Sampling a) Bulk samplingとして、7) Application of Upgrading 
Technologyに関連して、露頭箇所のサンプルを数トン程度持ち帰り、国内での
試験・解析を追加する。（ガオ石炭盆に関する既存データでは実績がなく、
DMR側ではできない。）
・環境調査について、タイ国のEIAシステムでは、事業主体がEIAを行うことにな
っており、本格調査団では実施できないこと及び開発計画の概要が決定した後
に環境調査を実施した方が効率的であること等から、Phase1では実施せず、
Phase2で実施するものとした。調査内容も、雨季・乾季の2シーズンについて水
質汚濁を中心とする調査を考えている。（要請書ではEIAとして一年見込んでい
る。）
・上記のような変更を踏まえて、S/Wにも添付のようにPhase1の調査期間は1年
間程度とした。

４）調査対象地域の治安情勢及び通信事情について
調査対象地域であるガオ地域の治安情勢について、ガオ副市長から聴取したとこ

ろ過去3年間　犯罪事件等は発生しておらず、現時点における治安情勢は問題ない
状況である。しかしながら、通信事情については、十分に機能する状態であるとは
いえないため、本格調査団が現地入りする場合は、無線機（イリジウム、携帯電話）
等の確保により調査を進めることとしたい。
先方側に確認したところ、現地での執務室はランパン市において提供されることに
なっている。

２－３　団長所感

タイの石炭埋蔵量は、1998年までの調査によれば、2,487百万tでこれらの大部分は低品位炭
（Lignite to Sub-bituminous）である。これまで210百万tが火力発電に利用されてきたが、ちなみ
に国内炭の電力分野の需要は、1997年は18.7百万tで全需要の72.2%、1998年では16.1百万tで全需
要の72.2%に達する。一方、全発電エネルギーにおける石炭の割合は、1997年では約20%、1998
年では約18%となっている。
本件対象地域のNgao石炭盆は、Lampang市（Lampang県の県庁所在地）北方約82kmに位置
し、しかも国道1号線から至近の距離に存在するので、開発の立地条件にすぐれ、かつ確定埋
蔵量も124.0百万tと推定されており、タイ北部では屈指の規模の石炭（リグナイト）未開発炭
田である。既存資料によれば、これらの石炭（リグナイト）は低品位炭に分類され、硫黄分及
び灰分が多いが、本件調査の実施によるその開発・利用に関する経済的・技術的評価はタイ国
内に豊富に賦存する未利用石炭資源の効果的利用の行方にも重要な示唆を与えるものと推察さ
れる。したがって、本件実施の意義は、タイ国のエネルギー・産業政策上からも大きいと判断
される。
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最後に、本件調査の実施に際し、DMRのNopadon局長、Kririth部長、Naresプロジェクト担
当課長等、またEGATのViravat総裁、Chamlomg局長等、EGATのMae Moh発電所のPairote部
長等他、多数の方々のご支援とご協力を頂き、短期間の滞在にもかかわらず所期の目的を効果
的に達成することができた。ここに記して深く感謝の意を表明します。また、本件調査団の派
遣に際し、種々ご教示とご支援を頂いた外務省、通産省、JICA本部及びJICAタイ事務所の関係
者の方々に対し、ここに深くお礼を申し上げるとともに、所与条件が必ずしもよくない低品位
炭を対象とした今後の本格調査の円滑な実施に対して、今後とも引き続きご支援を頂きけます
ようここに切にお願いする次第であります。
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第３章　タイ国におけるエネルギー事情

３－１　経済動向

（１） 経済危機

タイにおいては周知のごとく未曾有の経済危機を経験し、現在もその修復に躍起とな
っているのが実態であろう。これは、第二次世界大戦後に表面化した最も大きな経済危
機であって、1996年の半ばに始まり、1997・1998年を通して継続し、改善の兆しは現れ
てきているとはいえ、基本的にはその後も続いている。
原因としては、長年にわたって蓄積されてきた様々な問題が考えられ、不安定な金融

制度、多額の対外債務・借入金、タイ通貨バーツの不安定、不良債権処理などが列挙さ
れている。
これらは、長期間蓄積された構造的な問題とされ、問題の累積に全然注意が払われて

こなかった点に特徴がある。従って、過去のタイにおける経済成長は「バブル」だった
と言わざるを得ないとされる。即ち、外国民間企業による莫大な量の短期投資が流入し、
短期回収狙いの高リスク事業活動にのみ投資された。それらの投資の大部分は健全な金
融資源とは言えず、不動産取引や株式市場への投機的なものが多かったとされている。
1992年8.1%、1993年8.3%、1994年9.1%と好調を維持してきたタイの国内総生産（Gross 

Domestic Product：GDP）の成長率は、その後連続的に低減し、1995年に8.7%、1996年
5.5%であったものが、1997年には－0.4%、1998年－7.7%となった。
一方、1996年と1997年において、Consumer Price Index（CPI）で代表されるインフレ

ーション率は各々5.9%、5.8%であったが、1998年の速報値では9.2%まで増大した。その間
バーツの下落は急速で、1997年6月の25Baht/US$のレベルから1998年初めの間に53～
55Baht/US$まで下がった。その後、1998年半ばに40～42Baht/US$のレベルまで戻し、
1998年後半からは37～38Baht/US$のレベルにあって安定性を取り戻しつつある。
タイのインフレーション率が、実際のバーツ切下げに比べて相対的に低かったのは注

目すべきことであろう。これは、タイ政府の努力により主要な必需産品価格をコントロ
ールすることができたことと、ある部分では、在庫量が多かったことに加えて国内の購
買力が急速に低下した結果、多くの商品価格の高騰が避けられたことによるとされてい
る。
通貨収支（Current Account）の赤字は大きく改善されてきており、1996年の140億米

ﾄﾞﾙ（国内総生産GDPの7.9%相当）から1997年の34億ﾄﾞﾙ（GDPの2.1%相当）まで減少し
た。1998年においては、逆にGDPの10%という高率に相当する100億ﾄﾞﾙ以上の黒字化が
達成されている。これは、通貨切下げに伴う輸出の増大に対して輸入が急減した結果、
もたらされたものとされる。
タイにおける支払残高（Balance of Payments）は、1996年の22億ﾄﾞﾙの黒字から1997年

に180億ﾄﾞﾙの赤字まで変化しているが、特に1997年7月2日以来の変動為替相場移行後に
大きな変化が現れ、それは民間部門の投資流出の結果とされる。1998年においては、第
2四半期前半から外国通貨の流入があり、これは、多くの商業銀行及びエネルギー関連
会社に対する利権取得の動きに起因するとされている。またこれには、金融部門再構築
機関（the Financial Restructuring Authority）によって管理されている56の金融機関に対
する外国投資家による財産購入も含まれている。それらの要素から、1998年に対する支
払残高赤字は60億ﾄﾞﾙから80億ﾄﾞﾙと見積もられた。
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また、国際資金備蓄（International Reserves）は、1996年度末の387億ﾄﾞﾙから、1997
年8月における259億ﾄﾞﾙまで急速に減少した。タイ政府は、他の諸国と同様に貸付金を
国際通貨基金IMFに要求し、担保国内資産として172億ﾄﾞﾙ相当を示した。それにより
1998年前半には安定性を取り戻し、1998年半ばには260億ﾄﾞﾙのレベルまで増加させるこ
とができたとしている。また、1998年末には、約262億8千万ﾄﾞﾙのレベルを維持してい
る。

（２） 経済概況

タイは、1997年8月以降、国際通貨基金IMFに対し貸付金を要求してきた。タイの経済
修復は確かに国際通貨基金の援助によって開始されたと言える。最初の段階においては、
主に外国投資家に対する信用を再度獲得するため、金融制度再構築に重点が置かれた。
1998年には、周知のごとくタイに始まった経済危機は、韓国とインドネシアに波及し、
APEC域内外の諸国にも影響を及ぼした。1998年の早い時期におけるタイ経済は未だ重
大な混乱の中にあり、タイ政府とIMFは、－1%～－2%の経済成長率にとどめるように対
応してきた。しかしながら、1998年中間以降にはタイ政府と国際通貨基金はタイ経済を
見直し、－4%～－5%の経済成長率に改訂した。さらに、種々の経済指標の見直しが1998
年8月に行われた結果、－7.7%に更新されている。
経済危機が全アジアとラテンアメリカの至る所に波及していた時に、タイ経済の修復

にとってはさらに難しい事態を経験していた。それにもかかわらず、インドネシア及び
韓国と比較した場合よりも、タイ経済修復の方が多くの進展を見せたとされている。タ
イ経済は、1999年第2四半期には改善されることが確実となっており、さらに加えて、
長い目で見れば、タイ国内経済成長は、成長率が非常に高かった過去の10年に比べて相
対的に低率の成長に移行するだろうと見られている。
タイ開発研究機関（TDRI）は、以下の3つのシナリオで今後15年にわたるタイ経済の

予測を行っている。

・低速経済回復　Low Economic Recovery（LER）
1999年には経済成長率が－0.8%に停滞することが予想され、2000年には2.5%のプラ
スとなる。2001年から2011年の間では、成長率は3.6%～3.8%の水準に増加する。

・普通経済回復　Moderate Economic Recovery（HER）
1999年には経済成長率が－0.2%に低迷し、2000年には3.6%のプラスに転じる。その
後に、経済情勢はさらに改善され、2001年から2011年の間に経済成長率が4.5%～
4.8%になることが期待される。

・急速経済回復　Rapid Economic Recovery（RER）
このシナリオの下では、経済状況は、1999年に2.1%の成長率改善が始まり、2000年
には5.3%まで増大する。その後に、2001年から2011年の間の経済成長率は5.8%～
6.3%のレベルを保つ。

これら3つのシナリオに基づくタイ開発研究機関の予測を図3－1－1として示す。
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図3－1－1 タイ開発研究機関における国内総生産の成長率予測

３－２　エネルギー関係機関

タイ政府の組織に関して、予備調査時に入手したものを図3－2－1として示す。
タイ政府組織のエネルギー関係機関は、主に首相府、科学技術環境省（図3－2－1においては
科学技術エネルギー省）、工業省の3系統に分けられよう。
首相府においては、国家エネルギー政策庁がエネルギー政策を受け持っている。また、重要
な機関としては、現在民営化のプロセスにあるとはいえ、この首相府の外局（State Enterprises）
にタイ電力公社が属している。他に、技術協力・経済協力などの窓口となる技術・経済協力局、
主要な投資の許認可を司っている投資監理局などが首相府直属の内局となっている。
科学技術環境省においては、科学技術の発展や研究開発の促進、エネルギー開発の促進を図
る部局と、環境保護の規制や環境インパクト評価の許認可及び環境保護関係の補助金を司る部
局が並存している。また、国家エネルギー管理局や原子力平和利用庁もここの内局であり、タ
イ科学技術研究所が外局となっている。
工業省内には鉱物資源局があり、各種鉱産物や石油・石炭などの化石燃料関係に対する地質
探査・鉱区許認可・鉱山保安を含む各種実務を担当している。今次調査のカウンターパートは
この部である。また、発電所を含む各種工場関係を統括している工場局がある。さらに、タイ
石油公社はこの工業省の外局となっている。
なお、半官半民的な形態ながらチュラロンコン大学と密接な関係を持つ形で、エネルギー研
究所（Energy Research Institute）があり、各種エネルギーに対する調査研究を行っていて、コ
ンサルタント的な活動も実施している。
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図3－2－1 タイ政府組織図



３－３　エネルギー政策と現状

（１） エネルギー需給見通し

タイにおける現状最新のエネルギー長期見通しに相当するものとして表3－3－1を示
す。なお、この見通しは前掲の図3－1－1における普通経済回復MERシナリオに基づい
ている。
1998年の一次エネルギー需要は、対前年比7.3%減の1,089.4 kilo Barrel/day（原油換算）

のレベルであった。その内訳は、原油及び精製品56.1%、天然ガス28.0%、国内炭及び輸
入炭が13.6%、水力2.3%であった。
経済危機により短期的なエネルギー需要は大幅に減退し、また、長期的エネルギー需

要も経済危機以前の予測よりも増加のペースは減速したが、1999年には一次エネルギー
需要は1.3%増加し、2000年4.4%増加を経て、2002～2006年には年5.1%、2007～2011年には、
年4.9%の増加が予測されている。

（２） 石油・天然ガス

タイにおける主エネルギー源は今後とも石油であるが、一次エネルギー源に占める比
率は1998年の56.1%から2011年には49.4%に減少するであろう。この間、天然ガスと石炭
が、発電と産業用における燃料として石油に替わり増加すると予測されている。天然ガ
スの発電における利用は2000年以降いっそう促進されると見込まれている。
エネルギー需要は継続的に増加するが国産エネルギーは限られており、輸入エネルギ

ーは、経済危機を含んだ1997～2001年に結局は年1.2%の増加にとどまったものの、2002
～2006年については年6.0%の増加、2007～2011年には年7.1%の増加になると予測されて
いる。
従って、エネルギーの輸入依存率は、1998年56.0%、1999年に62.4%であり、2001年時

点の予測値は65.8%にとどまるとはいえ、2011年には76.3%の高率に達すると見通されて
いる。

（３） 石炭及びエネルギー政策

タイにおいて、「エネルギー」は国家の重大かつ基本的な生産要素の一つであり、他
国との競争を可能にすべく国家の潜在能力を発展させようとする中で、エネルギーを各
種経済活動に十分充足させることが必須であるとされている。
具体的なエネルギー政策は、現在の第８次国家経済社会開発計画（1997～2001年）の

中で次のような石炭利用の目標という形で謳われている。（なお、本計画は経済危機の
影響のため一部修正されて運用されている。前掲の表3－3－1は修正されたものを示し
ている。また、次期の第９次計画については現在策定中であり、エネルギーの部分は少
なくとも2000年末以降に発表される予定である。）

・2001年におけるエネルギー輸入依存率を70%以上にならないよう維持する。
・発電用石炭/褐炭の消費を1996年15.2百万ﾄﾝから2001年17.0百万ﾄﾝに増加させる。
・産業用石炭/褐炭の消費を1996年5.2百万ﾄﾝから2001年7.5百万ﾄﾝに増加させる。
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表3－3－1 ソース別商用第１次エネルギーの需給状況と長期見通し



加えて、この計画で具体的な施策に関して下記のことを強調している。
・炭鉱開発を阻害している鉱業法や関連規則を改定・整備することにより、新たな石
炭資源に対する探査活動を促進させて適切な一次エネルギー資源を確保する。

・鉱物資源局（DMR）によって探査された石炭盆での炭鉱開発を民間企業に認可する
べく、鉱区の許認可手続きを迅速に行う。

・発電や産業界での石炭利用において、例えば、流動石炭や石炭ガス化、コークス製
造、副産物利用などの、環境に対する影響を緩和させる近代的な技術を獲得する。

（４） タイの石炭及び褐炭の生産・消費・輸入に係る現状と見通し

タイの褐炭生産に関しては、タイ電力公社（EGAT）が所有しているタイ最大のメモ
炭田から約3/4が産出され、全量がEGATによる発電用燃料として使用（総発電容量
2,625MWの褐炭焚き火力発電所で発電）されているのが特徴である。電力開発計画によ
ると少なくとも2011年までメモ発電所の新規発電施設建設はないが、今後20年以上にわ
たって採掘及び発電が継続される予定になっている。2011年までの期間におけるメモ発
電所の消費量は14百万ﾄﾝから16百万ﾄﾝで推移すると見積もられている。
民間では現在主要2社が褐炭を生産し、1997年の生産量は4.2百万ﾄﾝ（民間生産量の74%）

である。しかし、保有鉱量が十分でなく、もし潜在石炭盆の追加開発が行われなければ、
現在の民間による生産量は減少し、2007年までに枯渇するとされてきた。ところが、経
済危機におけるバーツの変動相場制移行後、通貨価値の下落が特に国産褐炭価格に比較
して輸入炭の高価格をもたらした。これは国産褐炭の消費増に繋がり易くなる結果、民
間炭鉱からの増産をも導くことになろう、と見方が変化してきている。
一方、工業省鉱物資源局による探査は、新しい褐炭資源として確定埋蔵量約8億7千万

ﾄﾝ（別に推定埋蔵量約6億6千万ﾄﾝ）の発見をもたらしている。そのうちのいくつかの石
炭盆群（確定埋蔵量約3億2百万ﾄﾝ）は開発可能と目され、実収炭量は確定埋蔵量の20%
で約6千万ﾄﾝあるものと期待されている。新規開発に必要なリードタイムを4～5年と見
ても、もし民間企業に鉱区が1999年から認可されるなら、2002年に20万ﾄﾝ程度から立ち
上がり、2006年には約4百万ﾄﾝ、2008年から2011年の間には約6百万ﾄﾝまで増加できると
されていたが、実際はまだ行われていない。
主要な需要は電力及びセメント産業であるが、電力の需要予測は一貫した増加基調の

中で1998年から2011年に約2.5倍になると見込まれていた。しかし、増加の一貫性は保っ
た中で約2倍に留まる、と経済危機以降に見直されている。この年毎に大きくなる新旧
需要予測の差に見合うよう下記のガイドラインを設けて計画修正が行われた。

即ち、以下の4項目である。
・燃料重油と天然ガスの消費抑制
・EGAT褐炭焚き火力用海外炭の輸入延期（比較的高品位の海外炭を一部混炭して使
用する計画があったが、最近、5年間の延期が決定された）

・経済的な問題から多くの延期要求があるIPP及びSPP（小型のIPP）プロジェクトの
見直し・再計画

・メモ発電所の褐炭及び石炭消費量は見直し前に沿って保留
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見直し後の計画によると、EGATの褐炭消費量は13百万ﾄﾝ台から16百万ﾄﾝ台（1998～
2011年）で、IPPプロジェクトによる輸入炭消費量は、2002年3.37百万ﾄﾝ、その後急速に
増加し、2006年7.38百万ﾄﾝ、2011年には26.61百万ﾄﾝまで増大する。SPPでは、1998年
0.70百万ﾄﾝから2001年2.43百万ﾄﾝに増大し、2004年3.41百万ﾄﾝとなって2011年までこの水
準を保つとされている。

セメント用褐炭及び石炭の需要は、セメント生産量に依存、換言すればセメント消費
量及び輸出量に基づく。（現在、生産能力は需要をはるかに越えており、輸出量も過剰
である）現在は、海外炭の輸入減少が続いている中で、セメント分野における国産褐炭
需要は増加傾向の中で少なくとも横這いを維持し、エネルギーコストを少しでも安くす
る努力が続けられている。今後も褐炭を含めエネルギー間の厳しいコスト競争が続くと
予測される。また、このセメント分野において最も敏感に競争結果が反映される。
各種産業用ボイラに対する褐炭需要予測の中で、国産褐炭はそれ程増加すると予測さ

れていない。理由として、硫黄酸化物問題など環境への影響が天然ガスや石油系燃料に
比較して大きいとされている。この点にも注目しておく必要がある。

輸入炭は、国産褐炭の生産能力が小さく、褐炭及び石炭消費量が増大する予測の中、
IPPとSPP用として使うために求められている。この消費量が2002年から鋭く増加すると
されており、また、この輸入炭の一部はセメント及び産業ボイラ用としても用いられる。
現在の予測によると、新規埋蔵資源の開発が可能である場合、輸入炭は、1998年0.91

百万ﾄﾝから2001年3.30百万ﾄﾝまで増大し、2006年11.53百万ﾄﾝ、2011年には32.59百万ﾄﾝと
飛躍的に増大するとなっている。
また、新規埋蔵資源開発が不可の場合、対応年次の数字は3.30百万ﾄﾝ、14.50百万ﾄﾝ、

37.02百万ﾄﾝとなる。前述のように輸入炭は主にIPP向けで、2006年7.38百万ﾄﾝ、2011年
26.61百万ﾄﾝまで急速に増加する計画である。（なお、前述のように2002～2006年対応の
次期第９次国家経済社会開発計画は現在策定中であり、エネルギーの部分は少なくとも
2000年末以降に発表される予定である）
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第４章　タイ国の石炭開発事情

４－１　石炭需給状況

（１） エネルギー消費に占める石炭の比率

タイ国における最終エネルギー消費量は表4－1－1に示すように、1998年に関しては
経済危機より減少したものの1994年から1997年にかけては1.3倍と著しく増加している。
また、ソース別消費比率は、石油製品68%、電力17%、石炭9%、天然ガス6%（1998年）

であり、経年的には石油製品比率が減少し、天然ガスが増加、電力・石炭は一定水準に
ある。

表4－1－1 タイ国における最終エネルギー消費量　単位：千ﾊﾞｰﾚﾙ／日（原油換算）

表4－1－2にはタイ発電公社における原燃料別発電量を示す。この表によって、IPP
（Independent Power Producer）、SPP（Small Power Producer）がここ5年間で飛躍的に
増加することで需要の拡大に対応してきていることが判る。EGAT自体の石油系および
天然ガスを燃料とする発電所は、その発電量は年によって変動するものの一定のレベル
にあるが、比率は低下している。
一方、石炭による発電量は1997年には1994年の1.34倍に増加してきた。ただし、1998

年には経済危機および主として、メ・モ（Mae Mo）発電所におけるSOX抑制に伴う操
業規模の縮小により減少した。石炭の発電比率はおおよそ20%で一定しており、IPP等の
影響は1998年末現在ほとんど受けていない。

表4－1－2 EGATにおける原燃料別発電量　単位：GWH

表4－1－1の石炭比率9%に表4－1－2の電力に占める石炭比率18％を加えれば、1998年
タイのエネルギー消費における石炭比率は、9%＋（17×0.18）%＝12％である。
なお、1998年時点では、IPP・SPP燃料に占める石炭の比率は極めて小さいものと推量

する。
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（２） 石炭生産と需給

表4－1－3に見るようにタイ国内炭の生産量は拡大の一途をたどり1996年20,000千トン
台の生産レベルに到達している。
一方、輸入も1997年には3,000千トンに増加している。しかしながら、通貨危機により

1998年の輸入量は大幅に減少した。

表4ー1－3 タイ国内炭の生産・消費と輸入炭　　　　　単位：千トン

国内炭の最大のユーザーは電力であり、75％から80%の石炭を消費している。そして、
電力消費量の拡大がトリガーとなり、国内炭の増産してきたことが上表より読み取れる。
電力に次ぐ大口需要家はセメント業界であり、国内炭消費の15%から20%を占める。

1994年から1995年にかけてセメントの国内炭消費量はピークに達したが、それ以降は
3,200千トン前後で安定している。1998年のタイにおけるセメント生産量は29.9百万トン
と前年の41.6百万トンを大幅に下回ったが、国内炭需要量に大した影響を及ぼしていな
いことは、特筆すべきであろう。
製紙・石灰焼成・繊維・たばこなどでも国内炭が使用されているが、電力・セメント

以外の他産業の国内炭消費比率は合計しても10%未満でしかない。これら他産業におい
て、繊維を除けば、ほとんどの産業において経年的に国内の需要は減少傾向にあったが、
1998年には国内炭の需要が一気に高まっている。おそらく、通貨危機の影響で他燃料か
らの転換が行われたためであろう。このことはコスト競争力さえ維持できれば、国内炭
需要は今後も増加の可能性があることを示している。

４－２　石炭開発政策

第8次国家経済社会開発計画（8th National Economic and Social Development Plan）では、石
炭に関連するエネルギー政策として、次のような方向付けが行われていた。

・エネルギー輸入依存度が70%を越えない水準を維持する。
・発電用石炭の使用量は1996年15.2百万トンから2001年には17百万トンまで増加させる。
・産業用石炭使用量は1996年の5.2百万トンから2001年には7.5百万トンまで増加させる。
そのため、
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・法・規則の改修正により、石炭探査を促進し、資源量の捕捉に努め、将来の1次エネルギー
需要量を確保する。

・DMRが探鉱した鉱区について、民間に採掘権を与えて、炭鉱開発を促進する。
・発電や産業における石炭利用で環境に及ぼす悪影響が最小となる、最新の技術（例えば、
石炭スラリー、石炭ガス化、コークス製造、副産物の活用）を導入する。

第9次5年計画については、2000年末までにマクロ計画が、その後、各省庁で個別計画が作成
されることとなる。したがって、今回の経済危機を織込んだ5年計画はない。
ただし、NEPO（National Energy Policy Office）は適時、長期見通しの見直しを行っている。
表4－2－1にNEPOが1999年9月に作成した第１次商用エネルギー需給見通し（緩やかな経済
回復ケース（以下MERPと仮称する）を示す。

表4－2－1 NEPOによる第1次商用エネルギーの需給見通し　（単位：KBD 原油換算）

このケース（MERP）において需要は1999年から2001年までは年４%、2002年から2006年は年
5.05%、2007年から2011年までは年4.92%の伸び率としている。
エネルギー別需要比率は、1999年には石油系55%・天然ガス31%・石炭12%であるが、2006年
は石油系50%・天然ガス32%・石炭17%、さらに2011年に石油系49％・天然ガス30％・石炭18%と
なる。 すなわち石油系の比率を2006年までに5％低下させ、代替エネルギーとして石炭を選
択している。
このケースの石炭の生産・輸入内訳を表4－2－2に示す。
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表4－2－2 NEPOによる第1次商用エネルギーの需給見通し　
石炭生産及び輸入　　　　　　　　　（単位：KBD 原油換算）

生産ではメモ炭鉱は2000年までは減産ベースであり、その後増量して2006年に1988年並の生
産レベルに回復し、2011年までその水準を維持するようになっている。すなわち、2000年まで
はSOXによる環境負荷の軽減のため減産し、SOX対策が完了後においても、抑制気味の生産水
準での操業となる。また、他炭鉱は2001年まではほぼ一定の生産を維持するが、2011年には
1998年の68％までに低下するが、その理由については確認していない。
この見通しにおいて、EGATの石炭発電量の増強よりも、むしろ輸入炭を用いたIPP・SPPに
よる発電量の増強が期待されている。そして、2011年には輸入炭の供給比率は約60％（1998年
は14％）までに上昇する。
以上、NEPOの第1次商用エネルギー見通しについて述べたが、DMRは、これとは別に1998
年12月に作成されたNEPOの「石炭の需給見通しベース・ケース（PDP99－01）」を提示してい
る。表4－2－3にPDP99－1の需要見通しを示す。

表4－2－3 石炭需要見通しPDP99－01 （単位：百万トン）
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PDP99－1もMERPと同様、石炭の需要量総計では1999年まで下落し2000年以降上昇する、と
いう見方をしている。（作成時期が異なることもあるが、カロリーの高い輸入炭の量が激増す
るために、原油換算（カロリー換算）であるMERPの2006年、2011年の対1997年伸び率は、ト
ン表示のPDPの伸び率より大きくなっている。）
電力用炭はPDPでもEGATの石炭火力発電での石炭需要は拡大が見込まれず、IPP、SPPによ
る電力供給が期待されている。
産業用炭の部門ではセメント用需要が増加すると見ており、2011年には1997年に較べ約200万
トンの増量を国内炭・輸入炭でそれぞれ百万トンずつ負担する計画である。

表4－2－4 石炭供給見通しPDP99－01 （単位：百万トン）

炭鉱（会社）別にみれば、EGATのCaptive Mineであるメモ炭鉱は豊富な炭量を有しており、
長期にわたり電力用炭の供給を続ける。しかし、2010年以降のEGAT石炭発電量の増加に対し
ては、メモ炭鉱の増産で対応することなく、輸入炭を当てている。これはメモ炭鉱の採掘条件
の悪化（現在の剥土比は5立方米／トン、残炭の剥土比は7立方米／トン）というより、むしろ
環境対策上と考えられる。
メモ以外の既存炭鉱は10年以内に閉山する。わずかに科学技術環境省エネルギー開発促進部

（Department of Energy Development and Promotion）直営のラナ・マイニング社が新規炭鉱を
立ち上げるが炭量に恵まれず出炭規模は小さく、鉱山ライフも短い。
既存炭鉱の閉山に対処するために新たなエリアの開発が必要であり、ポテンシャル地域から
の出炭が必要であるが、それでも3.2百万トン／年しか見込むことが出来ず、バンプ炭鉱の出炭
が枯渇する2007年以降、輸入炭の増加で充当しなければならない。
また、電力用でもそうであったが、セメント用石炭の国内炭・輸入炭の需給は2011年におい
てバランスが取れなくなる。すなわち、セメント用国内炭の需要5.72百万トンに対し、国内炭
の総生産量は3.81百トンで、国内炭全量をセメントに回しても、なお、1.91百万トンの国内炭
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不足を生じており、産業用輸入炭による供給量はは5.41百万トンと激増する。
MERPにおける2006年、2011年の第1次商用エネルギー産業部門の急増は、この供給表で説明
できる。

４－３　石炭開発の状況

（１） 炭田別生産量

タイ国の石炭は主として褐炭および亜瀝青炭である。DMRによって鉱業権を与えられ
ている鉱業権者は私企業・公的団体を含み34にのぼる。採掘権は今までタイ北部のラン
パン（Lampang）・ランフン（Lamphun）・チェンマイ（Chiang Mai）・ファヤオ
（Phayao）・タク（Tak）等の地区を主体に8地区134鉱区に与えられている。
タイの石炭開発の歴史は比較的浅く、1955年にメモ炭鉱からの出炭に始まる。1955年

のタイ国の石炭産出量は22千トン、以降、メモ炭鉱の増産を核に、1979年に年産百万ト
ンを超え、1990年に年千万トンを突破、1997年に約22百万トン／年を記録した。1998年
12月末現在17炭鉱が稼動中である。
その炭田（石炭盆）別の最近の出炭量を表4－3－1に示す。

表4－3－1 タイ国炭田別生産量　　　　　　　　　　　　　　　単位：千トン

上表から明らかなように、メモ炭鉱を除けば、リ炭田・メタン炭田からおのおの約２
百万トン／年が出炭されている程度で、各炭田の出炭規模は小さい。採鉱はノンヤプロ
ン炭田の一部で坑内掘（1998年）を実施している他は、総て露天掘りである。メモ炭鉱
やラナ社（DEPD）では一部、もしくは全作業が外注に出されている。
DMRよりの情報では、外注業者による採掘単価は、機械・燃料・消耗品等総て込みで、

石炭採掘50バーツ／トン、剥土（穿孔発破不要の場合）25バーツ／立方米、剥土（穿孔
発破要）で70バーツ／トンと、輸入機械を用いているにも拘わらず、米豪の同等機種の
採掘単価に較べ、かなり安いようである。選炭については、現在選炭機械の稼動してい
る炭鉱はあまりないようである。
また、残炭量はDMR石油石炭年報の現在操業中炭鉱公開炭量表による。この炭量表に

おいても残炭量の約90％はメモ炭鉱が占めており、他炭田残炭量のうちほとんど
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（112,078千トン）はEGATが所有する南部のクラビ（Krabi）炭田のものである。（クラビ
炭鉱は1995年まで200千トンから300千トン／年規模で操業していたが、現在は地下ガス
化検討のため、休止炭鉱になっている。PDP99－01においても、クラビからの出炭は織
込まれていない。）
したがって、メモ以外の現存炭鉱の鉱山寿命は極めて短い。一方、DMR所有の石炭賦

存有望地域においては、資源量としてではあるが、確定で870百万トン、推定で662百万
トンが捕捉されている。既存炭鉱の寿命が短いこと、また第8次5カ年計画における輸入
エネルギー増加抑制のために、DMRにはこうしたエリアでの炭鉱開発が急務となってい
る。

（２） 石炭開発上の問題点

表4－3－2 石炭の品質特性
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表4－3－2にタイの既採掘炭田、未開発炭田、および海外炭の品質を示す。
海外炭のうちマッコーリー炭は発熱量6,700kcal/kgが国際マーケットの標準価格とな

るばかりではなく、水分・灰分・硫黄分等も一般炭としては平均的な性状である。
工業分析値・発熱量の面から優れた例としてカルティンプリマ炭を載せた。他は海外

炭中、水分、硫黄分、発熱量のいずれかに問題のある石炭。
国際マーケットで許容される一般炭の品質指標は全水分10％以下、灰分16％以下、全

硫黄分1.0％以下、発熱量6,000kcal/kgである。タイの既存炭鉱の炭質は上記指標から、
高水分、高灰分、高硫黄分、低発熱量であることが判る。
タイの既存炭鉱の品質で国際マーケットに辛うじて出せる石炭はノンヤプロンくらい

であろう。タイの未開発炭田として、既存炭鉱の炭量枯渇に対処するため、数量的側面
のみから長期的操業が期待できる、確定資源量の大きな（20百万トン以上）をリストア
ップした。品質的にはウィアンヘンを除けば、硫黄分が既存炭鉱のそれより高い。
炭質が高水分であればハンドリング能率の低下・熱量ロス、高灰分は発熱量の低下・

フライアッシュの処理の増大、高硫黄分はSOXによる大気汚染・製品品質の低下等の問
題が生じる。タイ褐炭開発の困難は特に、高硫黄分にある。
1992年10月1･2日にかけてメモ発電所の集塵装置不調と気温の逆転現象により、発電

所周辺の村民700人が排煙中のSO2を吸引して呼吸器系の疾病に冒された。また農産物も
被害を受けた。このため政府は、緊急対策として発電量を能力の50から80％に低減させ、
かつ供給する石炭の硫黄分を1.5％未満とした。EGATはSOX対策として、炭酸カルシウ
ムでSOXを吸着する湿式の排煙脱硫装置（FGD）を設置。このFGDの脱硫率は95％とい
う。発電量の制限は現在も続いているものの、この改善により給炭硫黄分は2.5から
3.0％程度に上昇している模様。
EGATは発電量の制約を緩和するため、近隣に硫黄分1％以下の石炭が存在すれば、価

格次第で購入する意向がある。ちなみにメモ発電所ではNOXは低NOXバーナー、フライ
アッシュはESPにて対処されている。
上記の対策工事によりメモ地区における大気汚染は軽減された。しかしながら、この

事故はタイ国民に石炭発電に対する不信感を植え付け、現在、外資90％の民間企業
UPDC（Union Power Development Co.）がタイ南部プラチュアプ・キリ・カン
（Prachuap Khiri Khan）に、また、タイ―米コンソーシアムGPG（Gulf Power 
Genaration）UDPCに隣接して建設予定の石炭火力発電所（燃料は輸入炭）に対し、建
設反対の住民運動が1999年現在展開されている。
セメント製造工程で発生したSOXは排ガスを粉砕／乾燥ミルやコンディションタワー

を通過させることで脱硫を行なっている。 しかも脱硫により生じた石膏はセメント材
料として使用できる。
このため、セメント産業では電力ほど石炭の硫黄分は問題になっていない。とはいえ、

セメント品質に及ぼす悪影響を考慮すれば、石炭中の硫黄分の上限は3％程度といわれ
ている。またフライアッシュもCaOが10％以下であればセメント原料となり得る。
石灰焼成においてSOXは被焼成物の石灰に90％ほど吸収される。このため特別な脱硫

装置を必要としない。したがって、硫黄分に対する制約は比較的緩やかだと考えられる。
紙･パルプ業界の石炭使用量はセメントに次いでおり、今後も需要の増加が期待でき

る。製紙業界においては、発電所同様SOX対策は重要課題であり、そのため、輸入炭と
のブレンドにより硫黄分を低下させているところ（Thai Kraft  Paper Industry Co. Ltd.）
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もあれば、循環型流動床ボイラー（CFBC）を用いて、適用炭種の範囲を広げると共に、
石灰を流動床に投入してSOXの抑制を行っているところ（Siamkraft Industry Co.Ltd）も
ある。
タイの田舎においては、政府が森林の伐採規制を施行したにもかかわらず、いまだに

家庭用燃料として木炭･薪等が使用されている。そのため、これに代る燃料として、メ
モ炭鉱にNEDOが国際協力の一環として5トン／時のブリケット製造プラントを建設、実
証試験を行なっている。SOX対策としては石炭に石灰を混和している。
上述のように、石炭燃焼に伴う脱硫は、タイにおいては炭鉱側よりむしろユーザーに

よる排煙脱硫という形で対応されてきた。
世界で一般に用いられている石炭の硫黄分を概ね0.5％とすれば、タイ既存炭鉱の褐炭

硫黄分は少なめに2.5％と見積もっても、世界の標準の5倍の硫黄分である。排煙脱硫、
例えば、FGDにおける脱硫率は90％であり、10%は大気中に放出されている。すなわち、
FGDで原石炭中の硫黄分大気放出量が0.25％に減少させたとは言え、世界の標準からい
えば50％の脱硫したにすぎない。
早期出炭が希求されるタイ未開発鉱区では5％を超える鉱区も少なくない。こうした

石炭をFGDで脱硫しても世界標準の石炭を脱硫装置なしで燃焼することと結果的には等
しい。環境対策上、タイにおいては低硫黄高能率炭鉱の早期開発、および山元における
高硫黄炭の品質改善が緊急課題である。また、既存の炭鉱がここ10年の内に、続々と閉
山していくことから、ユーザーまでの石炭輸送距離が長くなるケースも多々発生するこ
とになるだろう。
このためにも、灰分、水分を低減して1トラック当りの負荷価値を高めるためにも、

品質改善が必要になる。また、鉱山では環境対策上、採掘跡の埋め戻しが必要であり、
一方、ユーザーにとって灰の処分は頭痛の種である。石炭中の不純分は出来る限り移動
距離を小さくする方が総合的には得策であり、この点からも品質改善が望ましい。
タイの２炭鉱で低品位炭を選炭プラントで処理したことがある。選炭方式についての

情報は得ていないが、その成績は次表の通り。

表4－3－3 タイ炭鉱における選炭成績

また、メモ炭鉱において、ノーウエスト社（Norwest Resource Consultant Inc）に選炭
のスタディを依頼したが、品質の向上が期待ほどでない、歩留が50％程度と低い、経済
性がない、ことで建設には至らなかった。
硫黄分の除去に関しては、無機硫黄分は選炭で容易に除去できるが、有機硫黄分除去

は今のところ実用化されていない。
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表4－3－4 タイ石炭の形態別硫黄含有量の分析例

上表での（有機硫黄値プラスアルファ）÷選鉱歩留が精炭全硫黄分の凡その値となる。
また、選炭に優る低品位炭の改質技術として、NEDOはメモ炭鉱に高度石炭改質技術

（ACC：Advanced Clean Coal ）の導入を提案している。この方法によれば、選炭に比べ
脱灰率、脱硫率が一段高く、加熱脱水表面改質により発熱量は著しく向上する。
サンプルテストではメモ炭の発熱量は2,563kcal/kgから4,755kcal/kgに向上。硫黄分は

発熱量あたり38％の改善が得られているという。低品位炭の場合、改質により多量の灰
分、水分が除去されるため、重量％の品質表示では品質改善効果が表示されない場合が
ある。例えば、6％の硫黄分を50％除去したが、脱灰･脱水により重量は40％になったと
すれば、精炭硫黄分は7.5％となる。このとき発熱量が2500から4,000に上昇したとすれ
ば、カロリー当り硫黄分は0.0024から0.00185へと23％の低減となる。
また、ユーザーが必要なものは石炭重量ではなく熱量原単位である。したがって、改

質炭と低品位炭の比較に正確を期すため熱量当りの不純物で行なうことに注意を払わな
ければならない。

（３） タイにおける石炭利用技術R&D

1966年にエネルギ―･環境研究センター（EERC）、B.C．テクノロジー（BCT）と
EGATの三者による予備調査の結果、EGAT所有のクラビ炭鉱が発電用石炭ガス供給用地
下ガス化プラントに適していると判断、地下ガス化の実証プラント設計、経済性評価を
行なった。地下ガス化で回収された低発熱量ガスは40MW発電所に20年間供給可能とし
ている。
クラビ炭鉱には採掘経済性に乏しい炭量がかなりあるが、地下ガス化のコストは、こ

の炭鉱での採掘コスト実績より低いという。
また、地下ガス化に適したタイの他石炭賦存地域のスタディも完了している。
DMRはシンプン（Sin Pun）炭をCWM（Coal Water Mixture）に、ウィエンヘンタン

炭をCWMもしくはガス化に使用すること、ガオおよびメラマト炭（Mae Ramat）は石炭
水素添加ガス化への適用のスタディを志向している。（以上チュラロンコルン大学、ピ
ンヨ･メエチュムナ等「タイにおけるクリーンコール技術の動向」より）
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４－４　輸入炭との価格競争力

タイはインドネシア、中国、オーストラリアから石炭を輸入している。
1998年の一般炭国際価格はベンチマーク価格（6，700カロリー）でFOB34.5米ドル／トン、
1米ドル＝40バーツとすれば1380バーツ／トン。タイ輸入瀝青炭価格実績はDMR石油石炭年報
によればCIFで1092バーツ／トン（27.3米ドル）と極めて易く入手している（カロリー不明）。
1999年はベンチマーク価格FOB29.95米ドル／トンに対し、輸入価格は1,000バーツ／トンを
下回っているという。
一方、国内炭公示価格はDMR石油石炭年報によれば、ここ数年500バーツ／トンで変動して
いない。タイのベンチマーク価格は発熱量5,000カロリーと言うことだが、詳細は分からない。
国際価格がここ数年下降を強いられており、かつベンチマークよりはるかに低価格のスポッ
ト炭が飛び交う中で、一定の公示価格を維持していることは国際競争力の低下を意味している。
500バーツの公示価格は1999年１米ドル＝38バーツとすれば、国際価格換算2,944カロリーの石
炭に相当する。
今年の輸入炭のCIFはベンチマーク価格比より950バーツ／トン程度と推定される。輸入炭の
カロリーを6,000カロリー・ユーザーのプラントは荷揚港および国内炭鉱からの陸上輸送距離が
等距離にあると仮定すれば、5,000カロリー以上で低硫黄分のリ炭およびノンヤプロン炭は十分
な競争力を有している。一方、同等の条件下ではカロリーが3,000前後で高硫黄分のメモ炭やメ
タン炭は国際競争力を失しているといえる。
現在タイの主要石炭荷揚港はバンコック南地区にあるコシチャン（Koh Si Chang）港である。
他にバンコック東地区のスリラチャ港（Sri Racha）港、タイ湾東海岸のチャアム（Cha Am）
港、アンダマン海に面した港としてクラビ港・カンタン（Kantang）港がある。
また、ラナ・リグナイト社はIPP用石炭揚げ港として、プラチュアプ・キリカーンにパナマ
ックス船型の着岸可能な港湾建設計画を有している。
石炭の陸上輸送はトラック輸送が主力である。セメント工場の大部分はサラブリにあり、リ
炭もここまで約530kmトラック輸送される。また、輸入炭の輸送距離は20ｋｍ弱である。
トラック運賃は1バーツ／トン・ｋｍとのこと。関税･港湾経費・ロイヤリティー・国内諸税
を加味して検討せねば正確な比較は出来ないが、サラブリにおいてリ炭の輸入炭に対する価格
競争力はなさそうである。
逆に品質的に国際競争力に乏しいメモ炭は港湾から600km以上離れた北部の発電所に隣接し
ているため、輸入炭に対する圧倒的価格優位性を保持しているといえる。

４－５　まとめ

タイ国では経済・通貨危機、環境への対応、あるいは政府によるエネルギー価格の競争原理
重視の高まりから、第8次国家経済社会開発計画より国内炭需要は低下し、将来的には輸入炭
需要増の見通しになっている。この１要因としてEGATの発電所直轄炭鉱を除けば、大手既存
炭鉱の寿命は後7年しかない、という国内炭事情もある。この閉山によるインパクトは約五百
万トンにおよぶ。一方、タイには確定資源量で870百万トンの未開発炭田がある。この未利用
資源が経済的に活用が可能で既存炭鉱閉山のエネルギーインパクトを取消しかつ将来のエネル
ギー需要増に対応できれば、海外エネルギー依存度の緩和の観点からも、これに超したことは
ない。そのため、未利用石炭資源の開発検討がタイのエネルギー政策上急務である。
採掘条件が優れ、不純物の含有量の少ない炭田の開発を優先するのは言うまでもない。ただ
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し、量的には十分でなかろう。一般にタイの未利用石炭資源は褐炭という“若い炭”の有する
低発熱量・高水分という生れに加え、高灰分・高硫黄分という育ちの問題を併せ持っている。
これら負の石炭特性は、ユーザーにとって利用価値が低いことのみならず、SOX・ばいじんと
いった大気汚染・灰の処理など環境負荷の増加といった問題を提起する。
このため、開発検討に当っては採掘・選炭による品質の向上策。さらに進んでACC等に改質
技術の検討。採掘・選炭改質段階での環境負荷軽減策。最適環境負荷軽減策に関するユーザー
との共同検討・および最適精炭硫黄分･灰分の設定。陸上輸送費用低下策。等、広範囲かつ新
技術導入を含んだ検討が不可欠である。
そうしたスタディは、採掘能率悪化（選別強化による）、選炭･改質成績悪化（歩留の低下、
原単位の増）とそれに伴う採掘条件の悪化（限界剥土比の低下）により、操業経費、起業費増
は明らかであり、品質による価格上昇が経費増をカバーできるか、またユーザーの環境対策費
を含めた段階での経済効率の優位性はどうかで結論付けられよう。現在のところ輸入炭との価
格競争力の観点からは、改質炭がフィージブルであるといえるケースは稀少であろう。
その際は、一般的には輸入炭の選択が妥当なケースが多い。この場合も、改質コストの低下
策を主軸に、地下ガス化･液化等も合わせて未利用石炭資源利用法についての実現化努力が継
続できるようなタイ政府の支援体制が必要である。

－52－



第５章　タイ国の石炭資源�



第５章　タイ国の石炭資源

５－１　地質概要

タイ国内の地質は、図5－1－1および表5－1－1に示すように、先カンブリア時代
（Precambrian）から新生代（Cenozoic）に至るまでの地層が分布している。新生代の地層の分
布する地域は、平坦～緩やかな丘陵状の地形を呈するのに対し、これより古い時代の地層の分
布する地域は山地状の地形を呈していることが多い。東北部コラート（Khorat）高原の中生代
の地層分布域では、平坦な地形を示す。
タイ国内の石炭資源は、北西部および南部の半島部に集中して分布する。ごく一部を除き、
新生代第三紀に生成されたものであり、大部分が褐炭（Lignite）である。これより古い中生代
の石炭は、北東部のコラート高原に瀝青炭として認められるが、その存在を記述した論文はあ
るものの産状が不明であり、これまでの探査で炭田としては見いだされていない。古生代の石
炭は、北東部の国境付近に小規模な炭田が１箇所あり、少量の無煙炭を生産している。

５－２　石炭資源分布

タイ国内には、72箇所の堆積盆があるといわれており、このうち54箇所の堆積盆において炭
層の分布が確認されている。1998年12月末現在で、14炭田が開発されており、さらに工業省
鉱物資源局（Department of Mineral Resources：DMR）が1987年から開始・継続している石炭
探査・評価プロジェクト（Coal Exploration & Assessment Project：CEP）によって、20炭田が
開発有望地域として評価されている。それぞれの炭田分布図を図5－2－1～2に、その資源評価
内容を表5－2－1～2に示す。

（１） 褐炭鉱床（新生代第三紀の炭田）
褐炭鉱床は、北西部および半島南部に偏在する。国内石炭資源の主体である。孤立し

た分布を示し、炭層・炭質とも側方変化に富んでおり、断層構造による陥没地に小規模
に堆積した湖成層と考えられている。炭田の分布形状は、広域の地質構造を反映し南北
に狭長なものが多く、その広がりは大きなもので50km×10km程度である。炭田の基盤
の深さは、深いところで500m程度に達している。地質構造は、断層で境された地溝状、
あるいは半地溝状を示し、地層傾斜は一般に10～20°の緩傾斜を、断層付近で急傾斜を
呈する傾向にある。稼行炭層は、各炭田で数層（1～3層）あり、炭層の累積厚さは多く
の場合、20～30m以下であるが、その側方変化が大きい。
新生代の炭田分布地域の地形は、古期岩類からなる山地に取り囲まれた盆地状を呈す

ることが多く、その中の平地や丘陵は農耕地として利用されているところが多い。

（２） 瀝青炭・無煙炭鉱床（中生代・古生代の炭田）
タイ東北部のコラート高原に広く分布する中生代の地層中に、瀝青炭に分析された薄

炭層が認められているが、産地および産状が明らかでなく、可採可能な炭田としては発
見されていない。
中央北部ラオス国境付近のLoei東方に、古生代の炭田が唯一存在し、小規模ながら開

発されている。同一炭田内の2箇所で採掘されているが、地質構造が複雑であるため、
残存炭量が公表されていない。
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図5－1－1 タイ国の地質図
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表5－1－1 タイ国の地質層序
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図5－2－1 タイ国の炭田分布図（開発地域）
DMR:Annual Report, 1998.12
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図5－2－2 タイ国の炭田分布図（開発有望地域：1987－1998／DMR探査による）
DMR:Annual Report, 1998.12
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表5－2－1 タイ国の石炭資源（開発地域）
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表5－2－2 タイ国の石炭資源（開発有望地域:1987-1998/DMR探査による）
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５－３　石炭資源量

タイ国は、埋蔵炭量を炭層の確認点からの距離に応じて以下のように区分している。
Measured Reserves （確定炭量）：半径200m以内の炭量
Indicated Reserves （推定炭量）：半径200～400m以内の炭量
Demonstrated Reserves （調査炭量）：確定炭量+推定炭量

この基準は、比較的狭い範囲を単位としているので、石炭の埋蔵に対する地質的精度は比較
的良いと考えられるが、タイ国の褐炭鉱床は前述のように、炭層および層厚の側方変化に富ん
でおり、また、可採性・経済性についての検討が明らかでないため、石炭資源量の評価に際し
ては注意を要する。
石炭資源量は、DMRの1998年度の年次報告資料（年度末12月）によると、開発地域について
は、確定・推定炭量の区別無く残存炭量として集計しており、14炭田で約1,406百万ton（表5－
2―2参照）、未開発有望地域に関しては確定・推定炭量を表示しており、20炭田でそれぞれ約
871、662百万ton（表5－2―3参照）である。これら全ての合計は約29億tonである。タイ国の公
表資料では、残存炭量に確定炭量を加えた約計23億tonが石炭資源量とされている。
開発地域で、1億tonを越える炭田は、Mae Moh（12.5億ton）、Krabi（1.1億ton）の両炭田で、
稼行14炭田全体の97%を占める。未開発炭田では、確定炭量と推定炭量を併せて､Saba Yoi
（6.01億ton）、Mae Ramat（1.39億ton）、Wiang Haeng（1.27億ton）およびNgao（1.26億ton/確
定炭量のみ）の4炭田であり、約65%を占める。
なお、開発地域における1998年度までの生産累計は、約210百万tonであり、Mae Moh炭田が
153百万tonと7割強を占めている。

５－４　炭質

開発炭田およびDMRによって埋蔵量が評価されている未開発炭田の石炭の分析資料を表5－
4－1に示す。開発炭田の北東部の2試料が古生代であるのを除き、新生代の石炭である。大部
分は、高水分（7～30%）、高灰分（14～49%）、低発熱量（2,000～6,000kcal/kg）の褐炭である。
硫黄分も1～8%と全体に高い。同一炭田内に分布する炭層を累積・平均しているため、個々の
炭層ではさらに変動幅が大きくなる。
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表5－4－1 タイ国石炭の炭質
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５－５　石炭探査実績

タイ国の石炭資源探査・評価は、DMRが主な責を負っている。第6次（1987～1991）国家経
済社会開発計画（National Economic and Social Development：NESD）の下で、国内炭（褐
炭）は電力用・電力以外の産業用の重要なエネルギ－として位置付けられ、1987年から石炭探
査・評価プロジェクト（Coal Exploration and Assessment Project：CEP）が開始され、DMRは
探査組織を再編して、これにあたった。以来、現在の第8次計画（1997～2001）に引き継がれ、
これまで70箇所以上の新しい炭田を探査し、開発有望な20炭田を見いだし、計8.7億tonの埋蔵
量を確認した。
第8次NESD期間内では、10箇所以上の石炭盆を対象とし、毎年以下の内容を基本に、石炭探
査・評価を計画している。－－詳細地質調査（2石炭盆）・高分解能地震探査（80km）・試錐
（8000m）・石炭分析（450）試料・埋蔵量評価（2石炭盆）－－
開発可能性は、技術的および経済的見地から検討され、電力用途としての評価が優先的に実
施される。国内エネルギ－需要に見合った開発・利用方法の研究が行われており、環境影響を
最小限に留めるための開発手法の検討が重要な項目となっている。CEPの予算は、1997、1998
年度がそれぞれ49百万Bahts、1999～2001年度が147百万Bahtsで、合計245百万Bahtsを見込ん
でいる。最近の探査実績は、以下のとおりである。

５－６　石炭探査技術

DMRの探査は、炭田のポテンシャルの評価を目的とした包括的なものであり、実際の開発・
生産に際しては鉱業権取得者がより精度の高い探査を追加している。
褐炭を挟在する新第三紀層の分布地域は、大部分が表土または第四紀堆積物で覆われており、
また、地形的には一般に平坦～丘陵地であるため、炭層や新第三紀層の露頭が極めて少ない。
従って、地表踏査は石炭盆のおおよその広がりを把握する程度に留まり、地質構造、炭層賦存
状況および炭質の把握には試錐が中心となる。また、地震探査を併用し、効率的な探査を実施
している。
地表踏査はDMRが直轄で、試錐および物理検層は、直轄を基本として実施しており、地震探
査は主に海外のコントラクタ－に依頼している。各探査に必要な個々の基本的技術・機器類は
保有しているが、炭田地質評価のために求められる各種調査結果の総合的な解析と解釈に関し
ては経験が豊富ではないと思われる。第７章　ガオ石炭盆の状況で詳述するが、肝心な総合解
析を外部に委託しており、正確かつ必要な評価が実施されていないように見受けられる。この
面でのJICAによる日本側からの技術移転が期待される。
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保有する主な探査機材は、試錐機（ワイヤーライン工法：能力500m以上3台、500m以下10
台）、物理検層機（3ユニット：Robertson社製、密度・孔径・中性子・電気）、地震探査用デ－
タ収録装置（1台：EG&G社製ES2420・24c）であり、他の探査と調整の上、調達可能である。
石炭分析に関しては、JICAが実施した石炭探査・評価調査（1995－1997）において供与した
機器もあり、硫黄分の分析を含め実施可能である。硫黄の形態分析もDMR等タイ国内で実施可
能である。

５－７　関連機関の概要（地質、探査に関する）

DMRの石炭探査・評価プロジェクトに係わる組織図を図5－7－1に示す。鉱物燃料部
（Mineral Fuels Division）内のエネルギ－資源評価開発ユニット（Energy Resources assessment 
& Development Unit）が、石炭資源探査・評価を担当し、地質調査・物理探査・試錐・プロジ
ェクト評価の技術者・管理者総勢24名からなる。
主な職務は、以下のとおりである。
・CEPの予算に基づく石炭堆積盆の探査・評価
・公共企業体あるいは私企業への探査結果の公表
・石炭に関する統計デ－タの作成
・石炭開発・利用技術の調査研究
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図5－7－1 DMRの石炭資源探査・評価プロジェクト組織図
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第６章　環境調査

６－１　環境関係機関

タイ国はかつてより環境問題への対応に苦慮していたが、1972年の国連人間環境会議（スト
ックホルム）に参加した後、環境行政の強化を図る必要があることから、1975年には国家環境
保護法（Enhancement and Cnservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2518）を制
定した。また、同法に基づき副首相が委員長を務める国家環境委員会（NEB：National 
Environmental Board）とその実務官庁である国家環境委員会事務局（ONEB：Office of 
National Environmental Board）を設立した。同法は1978年と1979年に２度にわたり改訂され、
ONEBの権限は科学技術エネルギー省（Ministry of Science, Technology and Energy）に移行さ
れていった。
しかしながら、２度の法改正にもかかわらずタイ国の環境問題は改善の方向には進まなかっ
たため、1992年に新たに国家環境保護法（Enhancement and Cnservation of National 
Environmental Quality Act, B.E. 2535）を制定した。同法に基づき新たに以下のような3つの環
境行政機関が設立された。

・環境政策計画室（OEPP：Office of Environmental Policy and Planning）
・汚染防止局（PDC：Pollution Control Department）
・環境促進局（DEQP：Department of Environmental Quality Promotion）

上記の3部局の設立により、科学技術エネルギー省は科学技術環境省（MOSTE：Ministry of 
Science, Technology and Environment）と名称の変更を行うこととなった。現在のタイ国にお
ける環境行政機関の関係を図6－1－1に示す。
また、鉱山開発事業を所管する行政機関としては工業省鉱物資源局（DMR：Department of 
Mineral Resources）が設立されており、鉱山開発に伴う環境影響はDMRの担当となっている。
以下に主要な環境行政機関について記す。

（１） 科学技術環境省（MOSTE：Ministry of Science, Technology and Environment）
1992年の国家環境質向上保全法の制定により設立されたMOSTEの下にはOEPP、PDC

およびDEQPの三部局が設置されており、ONEBが有した機能はこれらの局に移管され
ることになった。MOSTEの組織図を図6－1－2に示す。
また、これら各局の機能および権限について以下に示す。
・OEPP：政策調整官庁としての機能を果たす。また、地方の環境行政を充実させる
ための地方分局を有する。

・PDC：分散していたタイ国の公害規制行政を統合することを目的とする。水、大気、
騒音、廃棄物の規制の他、公害苦情、公害の監視、調査等の機能を有する。

・DEQP：環境行政の国民へのＰＲ、環境情報の収集、管理などを行う。
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図6－1－1 タイにおける環境行政体系
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図6－1－2 科学技術環境省の組織図（MOSTE）
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（２） 国家環境委員会（NEB：National Environmental Board）
NEBは1992年までは科学技術エネルギー省の下にあって環境行政を担当していたが、

国家環境質向上保全法の制定により、同委員会は顧問委員会のレベルまで昇格された。
また、科学技術エネルギー省は科学技術環境省（MOSTE）へと改名された。
NEBは、首相が委員長となり、委員に各省大臣、民間代表を含む学識経験者等より構

成されている。図6－1－3にNEBの組織図を示す。
NEBは以下に示すような権限を有している。
・環境質の向上と保全に関する政策及び計画の内閣への提案
・国家環境保護法32条（環境保護）に基づく環境上の措置
・同法35条に基づき大臣が提出する環境管理計画の審議及び承認
・同法37条に基づく地方レベルの環境管理事業計画の審議及び承認
・環境質の向上と保全に関する政策および計画を施行するための、金融、税制、税制
及び投資の措置の内閣への提案

・国家環境保護法の追加、改正に関する内閣への提案
・汚染防止委員会（Pollution Control Comittee）が同法53条に基づき提出する汚染の
拡散に伴う危険の防止対策のための事業計画の審議及び承認

・内閣が同法55条に基づき提出する公害発生源措置の審議及び承認
・行政庁または公共事業体が環境保全員関する法令等に違反し深刻な損害を発生させ
る可能性がある場合に首相命令を求める意見の提出

・環境質の向上と保全に関する行政庁、公共事業体および民間の協力および調整を促
進するための措置の規定

・基金の管理及び運営
・国家環境質向上保全法およびその他の法律に規定する国家環境委員会の職務権限に
基づく職務の遂行

図6－1－3 NEBの構成
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（３） 公害規制委員会（Pollution control committee）
公害規制委員会はこれまで関係する行政機関で個々に行われてきたタイ国の環境行政

及び政策の立案・検討を統一的に行うために設置された。事務局はPDCにおかれている。

（４） 工業省鉱物資源局（DMR：The Department of Mineral Resources）
工業省（MOI：Ministry of Industry）の下にあるDMRは鉱物資源開発の管理及び促進

を実施している。DMRの主な役割は地質調査、鉱物及び地下水の探査、冶金及び鉱山技
術の研究である。また、鉱物資源開発に関する採掘権や許認可について権限を有してい
る。環境面では鉱山開発による環境影響の研究を行い、影響の低減及び防止の方策を検
討している。職員数は3,347名を有している。図6－1－4にＤMRの組織図を示す。
1978年にはDMRは環境担当の課（Environmental Unit）を設置し、1988年には有する

権限を十分に機能させるために環境部（Environmental Division）にまで発展させている。
環境部の主な役割は以下のとおりである。

①鉱山開発により生じる環境問題についての環境管理計画の作成、抑制・改善計画の
指示

②鉱山開発が行われた場所での環境モニタリングの実施
③環境影響を審査し、適切な改善計画を選定する
④鉱山跡地復旧技術の研究、調査
⑤王有地の跡地復旧の指導
⑥鉱山開発による環境影響の防止・改善技術についての助言
⑦環境に関するセミナー、トレーニングの実施
⑧鉱山開発プロジェクトに関するEIAの審査
⑨必要に応じて行われる、他の関連機関との共同作業

環境部局の組織図を図6－1－5に示す。図のように大きく分けて４セクションに分け
られ、そのうち3つのセクションはタイ国内を3つ分け、それぞれの地域を担当している。
表6－1－1に示すように、全職員数は28名である。
表6－1－2にDMRが有する環境測定機器を示す。測定対象は大気についてはSPMのみ、

水質がpH、濁度、水温及びDO等であり、十分に整備されているとは言えない状態であ
る。
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図6－1－4 鉱物資源局（DMR）の組織図
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表6－1－1 DMR環境部の人員構成

6－1－2 DMRの保有する環境測定機器

（５） ランパン州における環境行政機関
OEPPの下には12の地方事務所があり、これらの事務所は地方政府及びNGOと連携を

行い、MOSTEの３部局（OEPP、PCD、EQPD）の地方での役割を担っている。
地方事務所の主な役割は以下のとおりである。

①州レベルの環境管理計画作成のための州政府の補助
②環境保全地域及び公害防止地域における計画の施行
③地方における環境モニタリング
④住民参加及び環境教育の促進

ランパン州を管轄する地方事務所の連絡先は以下のとおりである。
名称 地方事務所10（Regional Environmental Office 10）
住所 Administration Center Building 2nd Floor, Chiengmai City Hall, Chottana Road, 

Muang Distirct, Chiengmai Province 50300.
電話 053-357992
FAX 053-278761
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（６） 環境関連NGO（Non-governmental Organizations）
国家環境保護法においては、NGOの活用が唱われており、タイ国の環境問題において

重要な役割を担っていると考えられる。
EQPDではNGOの登録を行っているが、その登録されているNGOは付属資料に示すと

おり96団体と多いが、それぞれのNGO活動内容及び規模については不明である。（以下
のホームページに登録NGOが公表されている。
http：//www.deqp.go.th/eng/intro/intro10.html）

（７） 環境コンサルタント及び環境分析業者
国家環境保護法においては、EIAの作成は資格の有する環境コンサルタントにより作

成されることが規定されている。表6－1－3にOEPPにより登録されている環境コンサル
タントのリストを示す。

表6－1－3 登録環境コンサルタントリスト

表6－1－4にタイ国で環境分析を行っている業者のリストを示す。

表6－1－4 環境分析業者リスト
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図6－1－5 DMR環境部の組織構成

６－２　環境関連法律及び規制

（１） 環境法

タイ国の環境に係る法律の大きな改革は1992年に行われている。以下にタイ国の環境
に関連する法律及び制定年を示す。
国家環境保護法 1992
（The Environmental Quality Promotion and Conservation Act）
鉱物法（Mineral Act） 1967
国立公園法（National Park Act） 1961
国家森林保全法（National Forest Reserves Act） 1964
森林法（Forest Act） 1984
野生生物保護法（Wild Animals Reservation and Protection Act） 1960
危険物質法（Hazardous Substance Act） 1992
公衆衛生法（Public Health Act） 1941
清掃法（Public Cleansing and Orderlines Act） 1960
工場法（Factories Act） 1969
自動車法（Automobile Act） 1930
農地利用計画法 1992
（The Environmental Quality Promotion and Conservation Act）
潅漑法（Royal Thai Irrigation Act） 1975
土地開発法（Land Development Act） 1983
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都市計画法（City Planning Act） 1975
工業地域法（Industrial Estate Act） 1979
有害物質法（Toxic Substance Act） 1967
肥料法（Fertilizer Act） 1975
食物法（Foods Act） 1979
消費者保護法（Consumer Protection Act） 1979

１）国家環境保護法
（Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2535
（1992））
1992年に制定された国家環境保護法は、タイ国における公害・環境行政の基本と

なる総合的な法律である。旧国家環境保護法（1978、79年改正）を廃止し、新たに
タイ国の基本的な公害・環境法制度を確立するために制定されたものである。
新法は７章115ヶ条からなっており、第1条から第11条には、同法において使用され
る用語の定義、NGOの活用に関する規定等が記されている。
各章の項目は次の通りである。
第1章（12条～21条） 国家環境委員会（NEB）
第2章（22条～31条） 環境基金（Environmental Fund）
第3条（32条～51条） 環境保護
第1節：環境基準
第2節：環境管理計画
第3節：保全および環境保護地域
第4節：環境影響評価
第4章（52条～93条） 公害規制
第1節：汚染防止委員会（Pollution Control Committee）
第2節：排出基準
第3節：公害規制地域
第4節：大気汚染及び振動
第5節：水質汚濁
第6節：その他の公害及び有害廃棄物
第7節：モニタリング、検査及び管理
第8節：費用及び罰則
第5章（94条～95条） 推進方法
第6章（96条～97条） 民事責任
第7章（98条～111条） 刑罰規定

２）住民移転に関する法規
ヒアリングによれば住民移転に関する法規等は規定されておらず、個々の事例に

応じて対応がとられているとのことである。
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３）自然保護に関する法律（水生生物、自然公園、森林、野生生物等）
タイ国における自然保護に関する主要な法律としては国立公園法（National Park 

Act）、国家森林保全法（National Forest Reserves Act）、森林法（Forest Act）が挙げ
られる。

４）史跡・文化財保護に関する法律
史跡・文化財保護については、今回の調査では明らかでなかった。

（２） 環境基準

１）大気環境基準
担当大臣は公害規制委員会の助言を得て、国家環境保護法55条で定められる排出

基準に適合するように、煙、ガス、塵その他の大気汚染物質の汚染源の種類を特定
し、その排出を制限することを官報で明らかにすることができる（法68条）。表6－
2－1に大気環境基準を示す。

表6－2－1 大気環境基準（1995年）

２）水質（表流水、飲用地下水）
排出基準を除く水質関連の基準としては、表流水（Surface Water）の水質基準、

沿岸域の水質基準、飲料水（飲用地下水、ボトル飲料水を含む）の基準が設定され
ている。表流水は表6－2－2に示すようにその利用用途により5段階に分類されてお
り、その分類ごとに達成すべき基準が表6－2－3に示すように設定されている。表
6－2－4に飲用地下水の水質基準を示す。
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表6－2－2 表流水の用途分類ーション
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表6－2－3 表流水の水質基準
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表6－2－4 飲用地下水の水質基準

３）騒音/振動
騒音に関する環境基準は以下のとおり設定されている。
等価騒音レベル（Leq）24時間 70 dBA以下
最大騒音レベル（Lmax） 115 dBA以下
（Laws and Standards on Pollution Control in Thailand 4th Edition, Pollution 
Control Department, Ministry of Science, Technology and Environment）
また、労働環境における騒音基準を表6－2－5に示す。

表6－2－5 労働環境における騒音基準
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（３） 排出基準

１）排ガス
排ガスの規制としては、各産業からの排ガスの排出基準と自動車排ガスの排出基

準が設定されている。各産業からの排ガスの排出基準は工業省から発行されている。
産業からの排出基準を表6－2－6に示す。

２）排水
工場排水の排水基準はMOSTEにより設定されている。排水基準を表6－2－7に示

す。

表6－2－6 排ガス排出基準
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表6－2－7 工場排水基準
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（４） 鉱山開発に関する関係法規

１）環境影響評価を要求される事業
環境影響評価（EIA）を必要とする事業の種類と規模は、国家環境保全法に基づ

く1992年8月のMOSTE告示により定められている。また、1993年及び1996年にはさ
らに事業の追加が行われている。
EIAを必要とする事業の種類と規模を表6ー2－8に示す。

表6ー2－8 EIA対象プロジェクト
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２）環境影響評価の手順

環境影響評価においては政府事業と民間事業で手続きが若干異なる。
政府の事業で内閣の承認を必要とするものについては、提案者は可能性調査

（Feasibility Study）を行う段階で環境影響評価報告書（EIAレポート）を作成し
NEBに提出する。報告書はNEBが主に審査し、OEPPと意見を交換しあい、結果を
内閣に提出する。また、この場合にはEIAを審査する期間は限定されていない。
政府系事業のEIA審査のプロセスを図6ー2－1に示す。
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図6－2－1 政府事業のEIA審査の手順

民間の事業については、事業者はEIAレポートをOEPPと所管官庁へ提出する。
OEPPは提出後15日以内にEIA及び関連資料について予備的な審査を行う。この段階
で書類に不備があった場合には、訂正あるいは追加を要求される。EIAが受理され
た場合、OEPPはEIAレポートにコメントを添えて15日以内に専門委員会に付託する。
専門委員会は専門家および事業の所轄官庁の代表者等で構成される委員会である。
審査期間は45日以内となっている。専門委員会でEIAが承認された場合には、所管
官庁により許可証が発行される。図6－2－2にこれらの手順を示す。
EIAが承認されなかった場合には、事業者は委員会の要求に従い、EIAの訂正/追加
報告書を承認されるまで提出しなければならない。委員会は提出後30日以内に訂正
/追加報告書を30日以内に審査を完了させることとなっている。図6－2－4にこれら
の訂正過程を示す。
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図6－2－2 民間企業のEIA審査手順
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図6－2－4 民間企業のEIA審査手順（訂正過程）

３）鉱山開発に関する環境法規及びアセスメント制度
ａ）関連行政機関
タイ国では鉱山は地方政府の所有となっている。鉱山開発に関連する権限を有
する政府機関としてはMOIとMOSTEである。
MOIの下部組織であるDMRは鉱山開発に関する許認可の発行、排出基準の設定
等の規制についての権限を有している。
MOSTEの中でも特にOEPPが鉱山開発について関連が深く、環境基準の設定な
ど環境施策の作成やEIAの承認を行っている。
国家保全森林（national reserved forest）内の鉱山採掘事業の土地利用許可につ
いては森林法（the Forest Act, 1964年）及び国家森林保全法（the National Forest 
Reserved Act, 1964年）に基づいて、農業協同組合省（the Ministry of Agriculture 
and Cooperatives）のもとの国家森林局（the Royal Forestry Department）が権限
を有している。
図6－2－5に鉱山事業に関する許認可手続きの手順を示す。
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ｂ）関連環境法規
鉱山開発の環境保全に関する法律は鉱物法（the Mineral Act）以外には森林法

（the Forest Act）と国家環境保護法（Enhancement and Conservation of National 
Environmental Quality Act, B.E. 2535（1992））がある。
国家環境保護法はOEPPにより運用されており、鉱山開発に関しては主に以下
の４つの機能を有している。

①全ての規模の鉱山開発は事業を開始する前にEIAレポートをOEPPに提出し、
承認を得なければならない。
②鉱山開発を含む全ての経済活動においては水質基準、大気環境基準等を遵守
しなければならない。
③OEPPは土地利用の用途を管理するために、自然を有する地域を環境保全地
域として指定することが出来る。
④鉱山開発の事業者等は国家環境保護法により設立された環境基金
（Environmental Fund）を環境保全活動の費用として借り受けすることが出来
る。

鉱山事業を行おうとする地域については、森林法による規制を受ける。事業が
禁止されている地域は国立公園、野生生物生息地、1Aクラスの水域及び国家遺産
の所在すると考えられる地域である。一般の森林域での鉱山事業は森林法の、保
全森林域での事業は国家森林保全法による規制を受けることになる。
いずれの場合にも、事業者は事業開始前に国家森林局より土地の使用許可を得な
ければならない。

ｃ）EIA審査の手順
1992年の法改正前には鉱山開発はDMRから計画の承認を得る前に、ONEBに
EIAレポートを提出する必要があった。EIAレポートはONEBに登録されている有
資格のコンサルタントにより作成されなければならなかった。改正後の国家環境
保護法の下では、OEPP及び専門家によりEIAレポートの審査が行われる。委員会
のメンバーはNEBにより任命され、様々な分野の専門家及び許認可を発行する適
任者から構成されている。
事業の許可を発行する際にはDMRは事業計画に委員会より提出された環境保全
計画を盛り込むこととなっている。図6－2－6に鉱山開発に関するEIA承認の手順
を示す。
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図6－2－6 鉱山事業に関する許認可手続きの手順
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図6－2－6 鉱山開発に関するEIA承認の手順
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第７章　ガオ石炭盆地域の状況

７－１　全域の概要

（１） 位置
本調査対象地域であるガオ地域（Ngao）は北緯18°15′東経100°（ガオ市役所のお

およその位置）、首都バンコクの北580km（直線距離）、あるいはランパン市の北東約
70ｋｍ（直線距離）に位置する。図7－1－1に位置図を示す。

（２） 交通
バンコク～ランパン間は、国道32号・１号線あるいは11号線で結ばれている。また、

鉄道もある。交通手段としてはバス（約10時間）・鉄道（13時間）・飛行機が利用でき
る。飛行機は毎日2便、所要時間は2時間（ワンストップ）である。ランパン市からガオ
市へは国道1号線を車で1時間半から２時間北上する。
ガオ市の中心地アンポエガオ（Amphoe Gao）より東方へカートトラック（Cart Track）

あるいはフットパス（Footpath）等に分類される小道が石炭賦存地域近くまで延びてい
る。

（３） 鉱区の沿革
本鉱区は1977年にNEAの25本1,924ｍの試錐に始まる。翌年EGATが16本を追加し、確

定資源量として24百万トンが計上された。
DMRは1988年に22本の試錐を行いバンヘンヌア（Ban Haeng Nua）、バンヘンタイ

（Ban Haeng Tai）、バンボーホー（Ban Bo Ho）3鉱体の確定資源量を48百万トンとした。
また、DMRは最近、12本8,000mの試錐を追加しバンヘンヌアとバンヘンタイは連続し

た鉱体であることを掴んだ。その結果、確定資源量もバンヘンタイ70百万トン、バンボ
ーホー54百万トンの2鉱体、124百万トンに増加した。

（４） 石炭開発の要素
１）採掘地域の地形

図7－1－2は5万分の1の図面に鉱区境界線を基準線とし、ウォーターリソース社
（Water Resource以下WRと略す：DMRの依頼でデータを解析した）の設定した鉱床範
囲、および同社の試錐解析をもとに日本側で作図した石炭ゾーンＩ（WRはガオ石炭
盆の炭層を石炭ゾーンＩ、Ⅱの2つに分け資源量を計算している）の炭層下盤（floor）
100m以浅の範囲を地形図上に示したものである。
鉱床は大部分が海抜320から300mまでのオープン・フォレスト（open forest）に分

類される比較的樹木のまばらな（25～75%canopy）地域内にある。海抜300ｍ以下はほ
とんどが水田として利用されており，南部の鉱床の一部は水田下に賦存している。ま
た、集落も海抜300ｍ以下にあるが、鉱床からは1km以上離れている。
鉱床を仮に北からA・B・Cとする。100m以浅の露天掘が経済的に可能であるとすれ

ば、鉱床Aの石炭ゾーンＩはほぼ全域が採掘可能である。一方、鉱床Bは20％弱が採掘
対象となるが、採掘対象区域の半分は水田地帯である。鉱床Cは200m以深の埋蔵量が
多く露天掘対象としては考えにくい。また、鉱床を数本の小川が流れており、その水
は灌漑用水として用いられている。
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２）採炭・選炭条件
（ａ） 上下盤岩石

今回得られたWR報告書のボーリング柱状図は、石炭ゾーンのみの記載してある
ため、個々の孔について上下盤岩種は分からないが、模式的には上部より礫岩、
泥岩、石炭ゾーンＩ、褐炭質粘土岩、粘土岩／泥岩、褐炭質粘土岩、石炭ゾーン
Ⅱ、泥岩…という順になっている。
岩盤の物理的特性用として鉱床B内に４本の試錐（図7－1－4参照）が掘削され、
比重測定、土の粒度測定およびコンシステンシー限界、一軸圧縮、直接せん断
（非圧密非排水）、三軸圧縮試験（圧密非排水）が行われている。
一軸圧縮強度（qu）は下表の通りで極めて低い。また、深度が大きくなっても
改善の兆しはなくむしろ低下している（どの深度においても粒度試験が行われて
おり、未固結であるのか？）。
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図7－1－1 ガオ石炭盆位置図
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図7－1－2 採掘地域の地形



表7－1－1 深度別一軸圧縮強度（qu） （単位：kg/cm2）

直接せん断試験は各孔につき3点ずつ測定、直応力－せん断応力線図から、
上限値 粘着力　C＝83t/sq.m 内部摩擦角　φ＝29.7°
サンプル採取位置　NGG01 深度　143.6-143.9m
下限値 粘着力　Ｃ＝18t/sq.m 内部摩擦角　φ＝20.3°
サンプル採取位置　NGG03 深度　187.40－187.75mであった。
また、泥岩の単位重量は測定値の単純平均より2.07t/cu.m。WRは直接せん断試
験結果の下限粘着力・内部摩擦角および平均比重を用い、フック･ブレイ（E．
Hook & J．Ｗ．Bray）の円形破壊図表により安全率を1.3として、露天掘斜面安定
角を求めている。（図7－1－3参照）この計算によれば採掘深度50mで55°100mで
26°150mで19°となる。また、WR社は他の方法による岩盤評価も行っている。
その結果を表7－1－2、表7－1－3に示す。不連続面は少ない方で、極めて軟らか
い岩質であることがわかる。

表7－1－2 RQDによる岩盤連続性評価

表7－1－3 モース硬度計による岩盤評価
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図7－1－3 WR社による最終ピット角度の検討
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図7－1－4 石炭ゾーンＩの等圧線および等深線図
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図7－1－5 石炭ゾーＩの全硫黄分等品位線図
（As Received）



（ｂ） 水文
ａ）雨量
WRレポートには気象庁気候部電算課（Computer Section, Climatology 
Division）によるステーション328003の1977年1月より1997年4月まで20年4ヶ月
にわたる月別降雨量、雨天日、日最大降雨量を載せている（データ欠落あり）。
それによれば、
年間最大降雨量 1,378.1mm （1981年）
月最大降雨量 394.6mm （1981年7月）
月最多雨天日 21日 （1980年9月）
日最大降雨量 133.6mm （1978年7月）である｡
また、降雨量が最大・最小年および20年間平均の月別統計を以下に示す｡

表7－1－4 年間降雨量

5月から10月までは雨期、11月から4月までは乾期の熱帯モンスーン気候であ
るが、バンコックの平年降雨量1,492ｍｍに比べ雨量は少ない。日本では比較的
少雨の松本・岡山などの年間降水量にほぼ等しい。雨期は毎日数時間の激しい
スコールが特徴である。
ｂ）地下水
先に述べた4本の岩盤の物理的特性サンプル採取用に掘削された試錐孔を用い
て注水試験が行われており、その結果を表7－1－5に示す｡

表7－1－5 ガオ炭田における透水試験結果

地下水面は地表面から約0.5m～18mと浅部に位置している。5万分の1の地図
に重ねるとNGG01及びNGG03の近くには小川がある。
透水係数は10万分の1から百万分の１cm/secの範囲で透水性は“非常に低い”
と分類される。
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（ｃ）炭層
WRは炭層をゾーンＩとⅡの2つに区分、試錐孔毎に各々の層厚を求め、孔から
半径200mを確定賦存範囲とし資源量を算出している。
図7－1－4はＷＲの炭層厚をベースに作成した石炭ゾーンＩの等厚線図であり、
採掘の目安として50m及び100mの等深線も併記した。おおよその傾向として石炭
層Ｉは浅部が層厚で傾斜に従い薄くなって行く傾向が見られる｡
また、炭層は鉱床Aにおいて中央より北部が厚く、鉱床Bにおいては東端部が厚
い。WRはこの炭層厚をベースに剥土比の計算を行なっている。しかし、WRの資
源量計算は以下の理由でそのまま、炭量計算・採掘設計に用いることはできない。
石炭ゾーンは石炭・石炭質・ハサミであるシルト岩よりなる。ハサミは著しい場
合は3mであっても石炭ゾーンに含まれている。石炭質は石炭として扱われており、
その厚さに制限はない（基本的には石炭は分析しているが石炭質の元素分析は行
われていない）。石炭にしても数cmでも計上される等、その厚さが考慮されてい
ない。したがって、ゾーンとしての連続性は検討されているとしても一枚一枚の
炭層についての連続性の検討は行われていない。

（ｄ）炭質
WRの報告書には1997年に実施した試錐（全16本中）12本についてサンプル単位
に分析値を載せているが、炭田の確定資源量に対する石炭品質については記載し
ていない。
1995年～1997年にJICAが実施した「石炭探査・評価調査」最終報告書ではアズ
レシーブドベースで全水分16％、灰分45％、揮発分27％、固定炭素12％また全硫
黄分はドライベースで5％、発熱量は2,100kcal/kgとなっている｡灰分、全硫黄分、
発熱量は既存の炭鉱に較べ著しく劣っている。特に全硫黄分は環境対策上、ROM
で出荷出来ないレベルである｡
図7－1－5は全硫黄分の等品位線図に100m等深線を書き加えたものである｡等品
位線の作成に当っては、1997年および1988年の試錐孔サンプル硫黄分析値（到着
ベース）から石炭ゾーンＩに相当する範囲のデーターを選択し、サンプル長で加
重平均した。
この等品位線図によれば鉱床Bの南部から鉱床Cにかけて硫黄分4％程度の低品
位帯がある｡しかし、この区域の大部分は200m以深である。等品位線図よりの雑
な見積りではあるが、深度100m以浅の石炭ゾーンＩの鉱床Aでは5.5％、鉱床Bで
5.0％程度。それに厚層部分が3.5％程度である｡
また、サンプル分析値個々を一覧したところでは、石炭ゾーンＩの上下部で著
しい硫黄分の相違はなかった｡したがって、硫黄分をパラメータとする大規模な
選択採炭は難しいと考える。なお、1978年EGATによって行われた試錐の分析結
果もあり、試錐範囲も鉱床の全域にわたっているが1997年および1988年の試錐サ
ンプル全硫黄分析値に較べ同一ベース比較で低い値になっている。所間誤差とみ
られるが、差が大き過ぎるため1978年分析値は使用していない。

３）人的要素
DMRから聴取したところでは、炭鉱に限らずタイの鉱山のほとんどは露天掘であり、

坑内掘の経験に乏しい。
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また、ガオ近くのメモ炭鉱では大型採掘機械を用いた操業が行われており操業技術
的には相当のレベルにある。同時にメモ炭鉱は複数の請負業者に採炭・剥土を外注し
ている。また、ガオ地域にも小規模ながらメ･チープ炭鉱も存在する｡あるいは、隣県
ランプーンのリー炭鉱の残炭量は少なく、将来的にはこの地域から労働力流入の可能
性がある。以上を踏まえると、露天掘採掘に関しては地域的な人的要素には恵まれて
いるといえる。
選炭・選鉱については、タングステン鉱山で重液選鉱、浮遊選鉱は亜鉛鉱山で用い

られている。また、鉱山においてはテーブルを用いているところもある（DMR）｡た
だし、タングステン鉱山の規模は極めて小さい。選炭はタイ国ではほとんど操業経験
がない。したがって、ジグや重液あるいは浮遊選炭についての人的要素には恵まれて
いない。

４）鉱山機械の供給
鉱山機械については大型の採掘機械はすべて輸入品である。機械によっては海外メ

ーカーのディーラーがランパン市の周辺で部品を供給している。国産品は小型の建設
機械サイズである。

５）石炭ユーザー
DMRは当初、ガオの石炭の供給先として地域の発電所およびセメントを見込んでい

た。メモ発電所においては自山の硫黄分が高いことから、1％以下の石炭とブレンド
して硫黄分の低下を図りたい意向がある。ただし、買炭については値段次第だと
EGATの上層部は言い切っている。メモ炭鉱で聴取した限界剥土比から計算すると山
元の限界石炭生産コストは650バーツ前後であり、売炭の場合、1つの尺度となるであ
ろう。
セメントに関しては、DMRはセメント会社とこの石炭についての話し合いを持って

いない。また、将来的には、サラブリ等中央部のセメント産業でリー炭に代る石炭需
要が生じてくる。この地域の主要農産物にタバコがある。タバコの乾燥にも石炭が用
いられているが全国ベースでみても量的には小さく、炭鉱開発上、核ユーザーにはな
らない。

６）インフラ
DMRの説明は簡単なものであり、詳細は掴んでいない。現地視察時の観察を以下に

記する。
（ａ）電力

鉱床周辺の集落には電灯線がきているが、鉱床内までは来てない。選炭・改質
設備を設けるとすれば、遠方の変電所から敷設する必要があろう。

（ｂ）水利
視察時は雨期明けで鉱床内の河川水量は潤沢であった。地下水面が浅いことも
あり、工業用水の確保は問題ない。むしろ集落の上流側に鉱床が位置するため、
下流域の水質管理が重要である。

（ｃ）道路
1号線はランパン市郊外までは片側3車線、郊外を抜け両端に石灰岩質の山地が
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迫って来るまでは片側2車線、山地は1車線。その先、アンポエガオまでは全長に
わたり片側2車線にするため、各所で拡幅工事中であった。急勾配の個所はあまり
ない。
ガオから鉱床付近までの道路は、集落付近は舗装した片側1車線道路であるが、

集落を抜ければ道路幅も１車線となり、舗装もしていない。かつ、無舗装道路は路
盤が軟弱で、雨期に轍が深く抉られている。

（５） ガオの石炭開発に関して

１）選炭・改質
1988年と1997年の探査データによれば､全域にわたり石炭全硫黄分値は高く、アズ

ーブドベースで平均5％を上回る。硫黄分がアズレシーブドベースで5％かつ発熱量が
2,100カロリーの石炭ユーザーはまず存在しない。サンプル個々の分析値を見ても、選
択採炭により、たとえばメモ炭鉱並みのドライベースで全硫黄分3％以下の石炭を
ROMベースで出荷することは難しい。まず、全硫黄分3％以下で量的な纏まりのある
低品位地域が現在の段階では見つかっていないこと。あるいは、厳密な管理下で炭層
中の低硫黄部分の選択採炭が行えたとしても、その結果、収得できる全硫黄分3％以
下の炭量はごくわずかで（高硫黄分でズリとして処分される石炭のため）高剥土比と
なり採算が取れない可能性が極めて高い。
採掘段階で低硫黄分石炭の回収が上述のように困難であることから、低硫黄分石炭

の産出にはコスト高とはなるが少なくとも選炭による脱硫が必要である。残念ながら、
ガオの石炭については浮沈試験は行われておらず、また、形態別硫黄（有機･無機）
の測定値もなく、現在のところ脱硫の程度を推定できない。また、発熱量をあげるこ
とも商品として重要な要素である。もちろん、選炭により発熱量は改善されるが、熱
処理による脱水・表面改質で大幅な発熱量の改善が望まれる。
脱水･表面改質によりハンドリング能率向上、実質運搬コストの低減、自然発火・

炭塵爆発の防止等、石炭改質による効果は多大である。
熱処理と選炭を併せた高度石炭改質技術（ACC）が実用化に近い段階にあり、前述

したようにメモ石炭についてサンプルテストが実施されている。また、ACCは従来の
選炭技術に比べ脱灰･脱硫率が高いと言われている。ガオ石炭についてもサンプルを
ACC法で処理し、その改質効果をスタディする必要がある。

２）マーケット
選炭･改質結果に基き、ユーザーの絞り込みを行う。予想される脱硫率は常識的に

は50％程度であり、メモ発電用には不向き、可能性があるユーザーとしてはセメン
ト・石灰焼成の2業種である。さらに循環式流動床ボイラー等脱硫率の高い装置を有
する企業も検討対象になろう。供給地域としてはランパーン以南はエネルギー等価で
輸入炭との価格競争力が維持できる範囲。ランパン市以北については改質度が高けれ
ば供給の可能性は高い。このためには該当地域の産業はもちろん、現在供給している
炭鉱の残存ライフ等についても十分な調査が必要である。ちなみにガオ市から南部の
サラブリまでは国道1号、11号で約500km、チェンマイ市までは約120km程である。
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1997年のJICA本格調査で「（タイ国おける）利用方法別最適炭質」についての検討
が行われている。当時、発電向き硫黄分許容範囲は5％であったが環境対策上この数
値は現実的ではない。こうした意味からマーケット検討に先立ち再度石炭ユーザーか
ら炭質の許容範囲について情報収集を行っておく必要がある。

３）採掘
採掘は浅部に炭層が賦存することから、低剥土比露天掘が可能なエリアがある。岩

質強度試験では深部に至るまで固結度の低い岩質であり、坑内掘では坑道掘進能率が
低く、坑道維持経費が大きい。
今後の炭層の検討結果を待たなければならないが炭層の膨縮が激しく、高能率坑内

掘可採炭量が多くは期待できそうもなく、坑内掘がタイには根付いていない。
低剥土であれば、露天掘が一般的に操業費が安く、出炭も安定しており、操業管理

も容易である等の理由から、露天掘とすることが望ましい。さらに詳細な情報収集が
必要であるが、採炭･剥土の外注単価が安いため、操業規模が原炭で50万t/年であれば、
初期投資を圧縮するため、作業の外注化を検討すべきであろう。露天掘採掘に当って
の問題点はピット内流入水である。

図7－1－6 ガオにおける地下水対策

上図にピット内流入水対策を示す。
山腹水路および河川の切換については特に説明を必要としない。ピット内の排水に

ついてはベンチを1から2ベンチ先行させ、これをサンプとして使用することで、採炭
ベンチの地下水位を低下させる方法があるが、ハイウオール側に炭層下盤までディー
プウエルを掘削し、ボアホール用水中ポンプで地下水を排水できれば、地下水位を大
幅に低減させ、雨期および雨期明けの採掘機械作業性の向上に寄与すると考える。ま
た、石炭の付着水分も減少する。岩盤試験結果では炭層近傍の透水性は良くないよう
であるがテストしてみる価値はある。
炭層傾斜はWRの石炭ゾーンⅠの下盤（floor）から算定すると傾斜のあるところで

5°から10°のようである。また、石炭ゾーンⅡは賦存するところで下盤－下盤距離
が50m程度ある。
剥土された表土・岩石は集落・河川への影響を考慮すればできるだけインピット･

フィルすることが望ましい。インピット･フィルとしては、ガオの炭層が緩傾斜であ
ることから図7－1－7に示すストリップ･マイニングが適用可能で運搬距離・実車の登
坂距離の短縮に有効である。ただし、石炭ゾーンⅡとIとの垂直距離が離れており、か
つゾーンⅡの採掘が経済的である場合は、この方法が適用できない場合が考えられる。
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他の方法としては、図7－1－8のように採掘区域を数個に分割し、採掘跡に充填す
る方法がある。実車の登坂距離が図7－1－7に対して大きくなるが、石炭ゾーンⅡに
よる制約はない。
また、森林保護が重要政策となっているため、山地の谷部を利用した選炭廃さい堆

積場の建設は困難と考える。このため、廃さいは脱水固化してピットに充填すること
が最善で、そのための技術検討が必要である。また、将来的にはフライ･アッシュの
ピット充填も検討すべきである。

図7－1－7 ストリップマイニング（断面図）

図7－1－8 採掘跡充填（平面図）

また、石炭上部の岩盤強度が低くハイウオール側の残壁傾斜は緩くとることになる
が、剥土比低減のため、ケーブルボルトの打設等、残壁傾斜を立てる方法の検討が必
要である。
原炭品位管理上からは、切羽サンプリングを密にし採炭エリアの品質を確認し選択

採炭に努めること。また、ドーザーによるクリーニングを徹底し、上下盤からのズリ
混入を防止し、かつ高品位薄層の回収に努めなければならない。

４）石炭輸送
鉱床から1号線までは、専用道路（約7km）を建設することが望ましい。なお、雨期

の輸送を円滑にするために舗装道路とすべきであろう。法的規制についての調査が必
要であるが、輸送は現在タイで一般的といわれる20tトラックから40tトレラー等への
大型化を実現し、t－km当りの運搬コストの低減を図らなければならない。
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７－２　地質・探査状況

（１） 調査実績

DMRおよびEGATによる既往探査実績を次表に示す。DMRは、1998年5月にこれまで
の調査結果をまとめた報告書を作成している。

図7－2－1に、試錐・地震探査の調査位置図を示す。炭層を確認した試錐は32孔で、
●印が、確認されなかった試錐は◎印が付加されている。試錐番号の分母は、実施年度
を示し、タイ歴の下2桁で表している。
試錐間隔は、狭いところでは200m程度で実施されている。試錐柱状図や炭柱図は、

個々にはデ－タが整理され、埋蔵炭量の計算に使用されている。しかしながら、本来こ
れらのデ－タの相互関連を対比解析して作成されるべき断面図や平面図が未だ作成され
ておらず、可採性や経済性を評価するための地質解析が決定的に不十分であり、早急に
取り組む必要がある。1997/8の試錐の内、4本・延1,075mは、石炭開発に必要な地質工
学的デ－タ取得を目的に、コア採取に加えて原位置孔内試験や室内岩石試験を実施して
いる。
地震探査は、ガオ石炭盆の東西で実施されており、本図の範囲は鉱区東側に位置する。

この範囲内の地震探査は、12測線・約3.4kmが実施されている。炭層が確認された試錐
孔を通る地震探査測線は、限定されており、試錐と地震探査との組み合わせとしては有
効であるが、地質構造や炭層賦存状況の整合的な解釈を行うためにはやや不十分な配置
となっている。反射断面上には、比較的明瞭な反射面が認められる。炭層や地層境界に
対比されているが、反射デ－タ処理の速度解析値を使用しており、直接試錐孔を用いた
ウェルシュ－ティング、音波検層、VSPなどのデ－タは得られていない。また、反射断
面は時間断面であり、試錐情報との対比を図るためには深度変換の必要性がある。
試錐孔の一部では、物理検層を実施している。石炭分析は、コアサンプルにより実施

されている。この他、地表踏査を行っている。NEAが実施した時代には、北部に炭層露
頭が1箇所認められたものの、現在では地表下約2mに埋没している。
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図7－2－1 ガオ石炭盆：試錐・地震探査調査位置図
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（２） 地質概要

調査地付近の地質図を図7－2－2に、地質層序を表7－2－1に示す。調査地の基盤は、
中生代の砂岩、頁岩および石灰岩からなる。ガオ石炭盆の炭層は、この基盤岩の断層陥
没構造に堆積した湖成層である新第三紀中新世～鮮新世の地層中に認められる。その上
位を鮮新世～更新世の堆積物が覆う。夾炭層の下位には中新世の地層があり、基盤岩と
不整合で接する。新第三紀の各地層は、地震探査断面の主要反射面解析によって、下位
よりA、BおよびCユニットに分類され、それぞれ中新世相当層、中新世～鮮新世相当層
および鮮新世～更新世相当層として対比されている。
調査地域の第三紀層の分布は、西方を底辺（約32km）、東方を頂点（高さ約18km）と

した三角形状に認められ、いずれの辺も断層に画されている。調査対象地域は、この三
角形の東方頂点付近に位置し、標高300m程度の平地～丘陵状の地形を呈している。
夾炭層は、略北北西～南南東方向に伸びる2本の断層に挟まれた地溝付近に認められ、

これらの断層の走向とやや斜交した形で北西～南東方向に、長軸方向約9km、短軸方向
約2kmの範囲に分布する。従来は、北から順に、Ban Haeng Num, Ban Haeng Taioyおよ
びBan Bo Hoの3堆積盆に小分割されていたが、1997/8の調査結果により、前2堆積盆が
連続する可能性が指摘されている。

（３） 石炭資源埋蔵量

炭層は、ZONEⅠおよびⅡの2層に分類され、地表付近から深度350m(標高-50m)付近ま
で確認されている。ZONEの分帯は炭層の他に炭質泥岩等を含み、山丈に相当する。
・累計層厚（山丈）：　0.3～61.5m
・単一層（炭丈）：　最大層厚18m
埋蔵量の計算は第５章で述べたとおり、ポリゴン法により、確認地点から半径200m以

内を確定炭量、半径200m～400m以内を推定炭量、両者を加えて調査炭量とする方式で
ある。
炭層厚は累計炭層厚(山丈)を、炭層の密度は、1 . 4 6 g / cm3を使用している。
DMRとEGATによる1997～1998年度の試錐探査結果を取り入れた確定炭量は、以下の

とおりである。

この値は、1998年度DMR年次報告書の48.4百万tonと比較し、約2.6倍となる。
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図7―2―2 ガオ石炭盆地域の地質図
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表7―2―1 ガオ石炭盆地の地質層序



（４） 炭質

石炭分析結果を表7－2－2に示す。

表7－2－2 石炭分析結果の比較(平均値)

７－３　自然環境

（１） 地形

ガオ市は周囲を山地に囲まれた盆地のほぼ中央に位置しており、盆地内にはガオ市街
及び農村集落が点在している。東側には1,000m級の山々、北および東側はラオス国境に
つながる深い山々がそびえており、南側から盆地のただひとつの流出河川であるガオ川
が流出している。

（２） 大気環境

ガオ市内では市役所で気温、降水量のモニタリングを実施している。これら以外のガ
オの気象観測データはない。ただし、ガオ市の南約80kmのランパン市には気象観測所が
ありモニタリングが行われている。モニタリング項目のうち気温、風向風速、降雨量の
モニタリング結果（1962年から1995年）を表7－3－1に示す。
モニタリング期間中の年平均気温は25.8℃であり、平均最高気温は4月の37.7℃、平均

最低気温は1月の14.3℃となっている。
期間中の風速は0..3～0.9m/secと非常に小さく、卓越風向は1月～10月まで南となって

いる。降雨量は年平均で1082.2mmであり、9月が最も多く月平均216.0mm、2月が最も少
なく5.8mmとなっている。
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表7－3－1 ランパン市気象観測データ
（３） 水環境

盆地内は数多くの小河川が流れる水の豊かな地域であり、これらの河川はすべてガオ
川に流入する。ガオ盆地を出たガオ川は流域の中小河川と合流しながら南下し次第に川
幅を広げて行っている。ガオ盆地はガオ川の最上流域に当たる。ガオ盆地の水系図を図
7－3－1に示す。
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図7―3―1 ガオ盆地における水系図



（４） 動植物等

今回の踏査では時間の関係上自然環境関係の機関への訪問はできなかったため、貴重
生物等の情報は得られなかった。

（５） メ・モ火力発電所の環境対策

メ・モ火力発電所に付随する鉱山では褐炭を産出している。ガオ地区においても褐炭
が対象となるため、メ・モにおける環境対策は本調査を進める上で参考になる。メ・モ
火力発電所および隣接する露天掘りエリアにおける環境対策は以下の通り。
１）大気

メ・モ火力発電所では数年前にSOxによる大気汚染により健康被害、農作物等に被
害が発生し、NGOによる抗議が行われた。この結果、発電所では２機のボイラーを除
くすべてにFGD（脱硫装置）が取り付けられた。残り2機についても本年中に取り付
けられる予定になっている。大気質の自動モニタリングが発電所・露天掘りエリアお
よびその周辺の12地点で実施されている。測定項目はSO2、CO、NO2、SPM及びO3
であり、SO2については発電所の中央制御室で常時監視となっている。大気モニタリ
ング地点を図7－3－2に示す。
発電所ではSO2が環境基準を越えた場合、ボイラーの停止を含むSO2低減対策を直

ちに実施することになっている。SO2については、発電所からの煤煙の他、炭坑エリ
アにおける褐炭の露頭および褐炭ストックヤード等での自然発火による発生がある。
ヒアリングによれば、露頭については散水、ストックヤードでは散水の他、ビニー

ルシートによるカバー、ストック期間の短縮（石炭パイル内の熱の蓄積を抑えるため
２週間以内に使用する）などの対策を実施している。SPMについては、頻繁に散水を
行うことで炭坑エリア、道路、ストックヤード等からのダストの発生を防止している。

２）水質
発電所および鉱山エリアから発生するプロセス排水および雨水排水はエリア内に設

けられた沈殿池に蓄えられ、その大部分はリサイクルされるが、一部はウェットラン
ドによる水処理プロセスを経て自然河川に放流される。沈殿池の底は粘土でシーリン
グされているとのこと。発電所における排水処理フローを図7－3－3に示す。
EGATは発電所・鉱山エリア内に合計32ヶ所のモニタリング地点を設け排水モニタ

リングを実施している。最終放流地点における水質は、乾期に排水の導電率が上昇す
る傾向があるがこれまで特に異常な値を示したことはないとのこと。また、敷地境界
周辺の2ヶ所で地下水モニタリングを実施しているとのこと。
エリア内に設定されている排水モニタリング地点を図7－3－4に示す。モニタリン

グ地点及びモニタリング項目を表7－3－2に示す。モニタリング頻度は月1回とのこと。
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図7―3―3 メ・モ発電所における排水処理フロー
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表7－3－2 水質モニタリングの概要

７－４　社会環境

（１） 人口・産業

ガオ市役所でのヒアリングによれば、ガオ市の人口は約64,000人で、主要産業は農業
である。主要作物は、畑作および稲作であり、現地踏査では丘陵部では畑作、平野部で
は稲作が中心である。畑作はタバコ、豆類、ニンニク等が中心であるが、本調査開発予
定地区周辺においても綿花、小豆、レーズン（朱肉等に使用する樹脂）等の栽培が確認
され、土地が高度に利用されている状況がうかがえた。稲作は雨期のみ実施していると
のことである。農村集落は大部分が高床式であり、道路も整備されており、住民のオー
トバイの利用も多く、貧困のイメージはない。

（２） 水利用

１）飲料水ガオ市内の各家庭にはガオ川から取水し塩素殺菌した上水道が整備されてい
る。取水位置はガオ市役所から約１km上流にある。ガオ市街地から離れた農村集落で
は地下水を汲み上げて使用している。

２）農業用水ガオ川には潅漑用ダムがあり、乾期にも係わらず農業用水路には豊富な水
量が確認された。

３）漁業商業的な漁業は実施されておらず、個人の趣味的な釣りが潅漑用ダム等で行わ
れているとのこと。

（３） 国立公園、保護地区等

図7－4－1、7－4－2に本調査開発予定地区周辺の流域保全地区及び国立森林地区の区
分を示す。ガオ地区には国立公園および保護地区等は存在しないが、本調査開発予定地
はおおむね流域クラス3～5の鉱山開発が行える地域となっているようである。森林地区
の区分としては鉱山開発には内閣の承認を要するクラスC（保全林地域）、開発に国家森
林局の許可を要するクラスE（経済地域）、農業に適した森林地域のクラスAG（仮称）
からなっており、開発時には土地利用の承認を要する地域を多く含む可能性がある。
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（４） 治安

この3年間特に重大な治安問題は発生していない。

（５） 少数民族

ガオ地区には少数民族が多い。ヤオ族が最も多く、その他メオ族、イコウ族、カレン
族、カモ族などが存在しており、総数は約4,000人とのことである。一部はタイ国籍を得
ているが、不法入国者も多いという。特にこれらの少数民族に対する保護政策はとって
いない。この他、少数民族ではないが、ガオ地区にはミャンマーからの難民がかなり存
在しているとのことである。
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図7―4―1 開発調査予定地周辺の流域保全地区の分類
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図7―4―2 開発調査予定地周辺の森林地区の区分
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第８章　本格調査の概要および留意事項

８－１　本格調査概要

本プロジェクトの問題点は炭質、特に硫黄分が異常に高いことであり、この硫黄分（発熱量
当りの硫黄分）の低減が達成されなければ、マーケットが存在せずF/Sは成立しないことから、
本格調査については、第２章で添付したS/WにあるようにPhase１　基本計画段階、Phase2
フィージビリティ調査の2段階に分割し、実施することになる。
Phase1においては、まず、NEA、EGATおよびDMRの実施した総ての探鉱データをDMRに
用意してもらい、本格調査団にて地質構造・炭層・石炭品位の解析を行い、石炭鉱床の賦存状
況を推定し埋蔵量を概算する。その結果から、深度100m以内の炭層品位を代表する地域を選出
し、3本程度の試錐を実施し、形態別硫黄を主とする元素分析・工業分析・発熱量の測定およ
び浮沈試験を実施する。一方、地質解析を主目的とする試錐はPhase2に譲ることとし、最小限
度に抑える。
また、Phase1においては、露頭から改質用サンプルを採取し改質テストを実施する。同時期
にセメントの主要石炭ユーザーより品質適用範囲につき情報収集を行う。浮沈試験・改質の結
果、改質炭品位がユーザーの許容範囲内であれば、改質炭炭質に関してユーザーの評価を聞き、
使用可能であれば採掘のコンセプト設計を行い、経済性を検討する。改質炭の品位がユーザー
のニーズに合致しない、あるいは改質炭のコストが全く競争力を有さないと判断すれば、本格
調査はPhase１にて終了する。
Phase2では追加試錐により､地質構造・炭質を明確化し埋蔵炭量を計算する。また、試錐デ
ータ・孔より石炭・上下盤に関する物理的的特性・改質効果を把握し採掘･改質設計の用に供
する。
また、市場を確定するとともに生産規模を決定し、F/Sを行う。

８－２　石炭開発手法

（１） Phase1 基本計画段階

１）石炭改質
本格調査における最重要項目である選炭および脱硫率の高いACCで処理した場合の

2方法につき試験を行う。また、試錐サンプルより無機硫黄分および有機硫黄分含有
量を測定する。
ACCによる改質テストは、露頭部よりサンプルを採取する。露頭部は地表下2mであ

るので採取にはアーム長5m、,クローラタイプのバックホウが適している。サンプル
は日本もしくは実証プラントを有する国において実施する。
選炭特性は100mmφ級の試錐により採取したサンプルのうち、炭層厚が1m以上、

ハサミがある場合はハサミが50cm程度であれば１炭層とみなし、浮沈試験および浮選
試験を行う。
採掘の項で述べる炭鉱調査で選炭実績、あるいはスタディについて、選炭成績を調

査する。全硫黄分の形態別分析は基本的にはタイで行うが、タイでは一般的でなく測
定誤差を生じる懸念もあることから、数サンプルについては日本で分析することが望
ましい。
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試験結果に基づき、選炭・ACC、精炭の目標品位・歩留を設定するとともに、選
炭･改質工程（廃石･廃さい処理を含む）のみにかかる経費を算定し、給炭、あるいは
精炭当りの選炭・改質コストを求める。また、設備の概念設計を行う。

２）マーケット調査
ランパン、チェンマイ、サラブリ等の地域の石炭ユーザーをリスト･アップし、主

要ユーザーを訪問し、燃焼方式・使用している石炭の品質・石炭品質の適用範囲・数
量・価格・長期計画（石炭需要見通し・燃焼方式の更新）について情報収集を行う。
同時に、石炭輸送方法･経路についても調査する。
選炭・改質の試験結果が出た段階で品位が適合すると思われるユーザーを訪問し、

使用可否についての意見を聴取する。
ユーザー調査は（発電）、セメント、石灰焼成、製紙、繊維等、比較的使用量の大

きい産業を主体に行う。

３）採掘
DMRがサラブリに保管している試錐コアを調査し、岩盤・石炭・不連続面等の特性

を認識する。ガオ炭鉱採掘計画、操業パラメータの参考情報を収集するため、ランプ
ーンのリー（Li）炭鉱、ランパーンのメモ（Mae Mo）炭鉱、メ･チープ（Mae Tip）
炭鉱（ガオ地域）、パヤオのチャンムアン（Chiang Muan）等を視察し、岩質・操業・
炭質・労使関係・主要ユーザー・長期計画について調査する。
WR社の報告書の岩質・地下水調査および最終ピット角度について検討し、必要が

あれば修正する。ただし、報告書はタイ語で書かれているため、DMR採鉱技師等の援
助が必要である。
地質担当者の解析結果に、採掘対象最小炭層厚・石炭ロス・上下盤ズリ混入率・カ

ットオフを設定し、可採炭量概算を可能にする。剥土比・精（改質）炭硫黄分を検討、
採掘対象地域を決定する。
DMRのJICA対応メンバーは地質技師で構成されるため、地質以外のテーマでは情報

不足な面がある。したがって、採鉱･選炭（選鉱）部門に関してはDMRの採鉱･選炭
（選鉱）技師が対応するよう事前に依頼しておく必要がある。

４）地表設備
事務所・倉庫・修理工場・選炭（改質）工場・ズリ堆積場・廃さい堆積場・廃水処

理設備の位置、面積を設定し、土地買収についての検討を行う。また、国道1号線に
直結する炭鉱専用道路についてルートを設定する。動力線敷設については、費用負担
について調査する。

５）経済性評価
本プロジェクトは品質の改善が不可欠なことから、選炭・改質コストを核として経

済性評価を行う。すなわち、炭質・改質歩留が固定され（数種類かもしれない）、改
質コストが所与の経済性ターゲット（山元渡しベース）から差し引かれたコストの中
から、剥土比等の採掘パラメータ･他を設定することになる。従来の採掘・選炭効率
等から出荷品位が設定される評価とは異なり、柔軟性に乏しい評価が強いられる。
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改質方法を選炭・ACCとしそれぞれの売炭価格を設定し、トータルの経済性比較を
行う。採掘については、直轄か外注かを検討する必要がある。生産規模については、
ユーザーの感触が得られればそれをもとに設定すればよいが、そうでなければ、マー
ケットサイズはあまり大きくないと思われるので、製品炭25万トン／年と50万トン／
年の2ケースで検討する。
設備については大型採掘機械・選炭改質機械は輸入、小型採掘機械は国産品となろ

う。石炭プロジェクトの場合、関税の優遇処置があるのか、調査しておいたほうが良
い。
国内炭取引の詳細（ベンチマーク価格、基準カロリー、水分･硫黄分等不純物に対

するペナルティー）を調査し、売炭価格が算出できるようにしておく必要がある。ま
た、国内炭にかかるロイヤルティ、付加価値税等税制の調査も行なう。併せて輸入炭
の税制についても調査する。

（２） Phase2 フィージビリティ調査段階

Phase1の経済性評価において、採掘対象として選択された地域を主体に調査解析を行
い、経済性評価を向上させる諸策を織込み、詳細石炭開発計画を策定する。
１）選炭･改質

追加試錐孔について形態別硫黄を主とする分析、浮沈試験を実施する。また、採掘
区域を代表する品質のバルクサンプルを採取し試験を行う。改質がACCによる場合は、
原炭品位と改質炭品位･歩留について数値化する。

２）マーケット
幅広くユーザーと接触し、供給数量（生産規模）についての具体化を図る。海外炭

との競争力比較調査も併せて行う。

３）採掘
既設試錐孔を利用（該当地域になければ追加）して、地下水の透水係数を測定する。

また、隣接する数本の試錐孔を用いてボアホール用水中ポンプで揚水試験を行い、デ
ィープウエルによる地下水位低下の適応性を検討する。追加試錐により石炭および岩
石強度を測定する。最終ピット角度を立てるための諸策を検討する。可能であれば、
残壁の岩質が類似する炭鉱でケーブルボルトの効果についての試験を行う。

４）石炭輸送
輸送方法の検討、輸送機の大型化で輸送コストの低減を検討する。

５）経済性評価
国際競争力（輸入炭との競争力）をも、考慮に入れ、長期にわたるプロジェクトの
安定性について検討する。

６）その他
炭鉱の収益性改善のため、石炭の上盤等に、窯業用･製紙用フィラー・耐火粘土等

に適した粘土鉱物が賦存するかどうか、試錐サンプルを分析調査する。

－121－



８－３　石炭探査手法

ガオ石炭盆の適切な地質評価の実施は、本格調査における重点項目の一つである。これまで
不備であった石炭盆全体の地質構造、炭層賦存状況、炭質分布状況等の地質解析を行い、可採
炭量、炭質特性、採掘条件を明らかして、開発計画策定の基礎デ－タに供する必要がある。
現在の確定炭量は、炭層の累積層厚を基準に算定されており、層厚や炭質の側方変化が激し
い褐炭層の分布性状を的確に評価して、開発計画に反映させる必要がある。

（１） Phase1 基本計画段階

１）地質資料の整理・解析
試錐、地震探査、石炭分析を含む全ての既存調査資料を整理・解析し、地質構造、

炭層賦存状況、炭質特性を把握する。この結果に基づき、試錐位置および石炭改質試
験に供する露頭石炭採取位置選定や方法を検討する。既往資料は、個々には整理され
ているが、石炭資源の地質評価に統合して使用されておらず、適切な地質評価基準・
方法の技術移転を含めて実施する。

２）予備現地踏査
露頭部の石炭試料採取に先立ち、石炭露頭位置にて、炭層全体を試掘て風化状況や

炭質を確認し、サンプリング箇所を選定する。この結果に基づき、サンプルの採取方
法、数量をDMR側と打合を行い、採取を依頼する。
Phase1で実施する試錐・物理検層の再委託契約手続に関し、調査可能な業者から事

前情報を入手し、DMR側と協議の上、再委託業務仕様書(案)を作成する。

３）試錐・物理検層
試錐は、石炭のサンプリング・分析を主目的として実施し、併せて地質解析の補助

手段とする。試錐位置・深度・数量の仕様は、既往地質資料解析結果に基づき選定す
る。
試錐コアの観察は、調査団員が担当する。物理検層は、炭層分布深度の補正および

孔間の地層対比を目的に実施する。

４）サンプリングおよび試験・分析
試錐コアのサンプリングは、調査団員立会のもとで実施する。採取石炭サンプルに

ついて以下の分析を行う。
・工業分析
・発熱量
・全硫黄、形態別硫黄分析
・元素分析
分析は、タイ国内においての実施を基本とするが、形態別硫黄に関しては、日本で

も実施する。

５）石炭資源の地質的評価
既存資料並びに試錐調査結果に基づき、炭層賦存状況、埋蔵炭量および炭質特性を
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明らかにする。可採埋蔵量、採掘条件、改質技術および開発条件を総合し、予備評価
実施する。

（２） Phase2 フィージビリティ調査段階

１）探査計画の策定
予備評価結果に基づき、調査計画を立案・検討する。

２）試錐・物理検層
・生産開発に係わる斜面安定性や岩盤強度などの地質工学的情報および水理特性把
握のために実施する。

・孔内原位置試験の実施：岩盤強度・揚水試験等
・岩石および石炭サンプルの採取

３）石炭分析・岩石試験
・石炭分析は、Phase1に準ずる。
・岩石試験は、８－２項参照

４）埋蔵量評価・総合評価
・既存および取得デ－タを総合し、埋蔵量を評価する。
・今後の開発に必要な提言を行う。

８－４　環境調査手法

（１） 調査の考え方

鉱山開発は対象とする鉱物、開発方法、規模、地域の自然および社会環境等によって
与える影響は異なるが、一般には、環境への影響が大きいプロジェクトに分類されてい
る。JBIC（旧OECFおよび旧日本輸出入銀行）、世界銀行、米国輸出入銀行等の世界的な
援助・融資機関の有する環境配慮ガイドラインにおいても、鉱山開発に必要な環境配慮
事項が規定されており、これらによれば、石炭開発における主要な負の影響としては次
のような項目があげられている。

・粉じん等による大気汚染
・水系変化による水生生物、漁業等の水利用への影響
・水質汚濁
・騒音・振動
・生態系への影響
・景観への影響
・歴史的・文化的遺産への影響
・既存インフラストラクチャーへの影響
・住民移転
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タイ国では、環境関連法規および環境アセスメント（EIA）に係る許認可手続きなど、
環境行政面でのシステムが整備されており、同国のEIAシステムではわが国と同様に開
発主体（事業者）がEIAを実施し、EIAの実際の審査はMOSTEが実施しその結果を受け
てDMRが許認可を判断する仕組みになっている。将来、ガオ地区において石炭開発が開
始される場合には、開発を実施する事業者がタイ国のEIAシステムに従い、詳細な環境
調査がなされることになる。本格調査における環境調査の目的は、以下の通りである。

１）ガオ石炭開発計画策定における環境面での影響を最小にするための環境保全対策の
立案

２）環境保全技術の技術移転
このような本格調査の目的を踏まえた場合、本格調査における環境調査の位置づけ

は、タイ国のEIAシステムに従ってEIAレポートを作成することではなく、最新の知見
および国際的な環境配慮ガイドラインを踏まえて、ガオ地区の石炭開発において適切
な対策が講じられない場合に重大な問題となる可能性のある環境影響要因を抽出し、
地域の環境特性を考慮した具体的な環境影響対策を検討し、環境への影響を最小限に
するための方策をガオ地区の石炭開発計画に反映させることであると考えられる。
S/Wに記載された本格調査計画では、フェーズ1においてガオ地区の石炭開発の可

能性が確認された後、フェーズ2において環境調査を行うことになっているため、実
際にはフェーズ1で石炭開発の可能性が確認され、ガオ地区の石炭開発計画の概略が
決定した時点において、フェーズ2で既存資料および現地踏査等に基づいて、開発計
画案に基づく環境調査計画を策定することになる。
現時点においては、具体的な調査項目、地点配置等の設定が不可能であることから、

ここでは現時点において本格調査において必要と考えられる主要な環境影響について
の調査計画の概要を示す。

（２）環境調査計画

１）既存資料調査
今回の事前調査で収集した資料の整理およびその他必要な情報・資料を現地で収集

し整理する。対象とする情報・資料は以下の通り。

ａ）タイ国における環境政策・関連法規
本事前調査では、時間の関係でDMRの環境部からの情報が主であったため、必ず

しも環境全般に係る情報が得られていない。
本格調査では今回実施できなかったMOSTE等の他の環境関連行政機関へのヒア

リングを実施し、タイ国における環境政策・関連法規に関する関連資料、既存の石
炭鉱山開発に関するEIAレポート等を収集・整理する必要がある。

ｂ）メ・モ火力発電所における環境問題とその対策
前で示した「タイ国における環境関連NGOリスト」におけるNGOの数の多さか

らも分かるように、国民の環境意識は高い。
メ・モ火力発電所では数年前に主として発電所の排ガスに起因するSO2による環

境問題が発生し、その結果としてEGATにより脱硫装置の設置、モニタリングシス
テムの整備、排水処理設備の整備等が進められてきた。このようなメ・モ火力にお
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ける環境問題への対応の経験は、メ・モ鉱山と同様に褐炭を生産する予定のガオ地
区の石炭開発計画においても十分に検討する価値があるため、メ・モ火力発電所に
おける環境問題とその対策についての情報・資料を収集・整理し、ガオ地区石炭開
発計画に反映させる必要がある。

ｃ）国際的な援助・融資機関の環境配慮ガイドラインの整理
本調査の主要目的のひとつである環境への影響を最小限にするガオ地区の石炭開

発計画作成のためには、地域固有のセンシティブな環境面を的確に抽出して、ガオ
地区の自然及び社会環境の特性に応じた環境配慮のあり方を検討する必要がある。
この際、必要に応じて、JICA、JBIC等のわが国の代表的な環境配慮ガイドライン

や世界銀行、米国輸出入銀行等の環境ガイドラインのような国際的な援助・融資機
関の環境に関するガイドラインを参考にすることが必要である。実際、タイ国の海
外援助窓口機関であるDTEC訪問の際には、環境配慮に際しては国際的な水準で調
査を実施して欲しい旨の要望があり、本調査では国際的なレベルを意識した環境対
策の策定が必要である。

２）自然環境調査

本格調査において必要と考えられる自然環境調査の概要を以下に示す。
ａ）大気汚染

ガオ地区の石炭は硫黄化合物含有量がかなり高いことが分かっており、自然発火
に伴う硫黄酸化物による大気汚染の可能性がある。また、採掘に伴う粉じんの飛散
も考えらる。これらについては、メ・モ火力発電所の炭坑で実施されている諸対策、
即ち石炭層の上に表土を薄く残す掘削方法や、散水、石炭パイルのビニルシートに
よるカバーリング、貯蔵期間の短縮等の有効性を検討することが必要である。また、
開発地域近傍の集落の分布についても把握し、住民移転等を含む十分な対策を検討
する必要がある。また、輸送車両による大気汚染についても対策を検討する必要が
あろう。
事前調査におけるガオ市役所でのヒアリングによれば、ガオ地区の産業は農業が

中心であり、大気汚染源はないとのことであるが、大気汚染関連資料の収集整理お
よび現地踏査による既存汚染源の確認を行う。また、ガオ市内に既存の風向・風速
等の気象観測施設がないことから、開発予定地点で乾期・雨期に渡る気象観測を行
い、当該地区の気象特性を把握し、必要な大気汚染対策を検討する。
以下に気象調査方法を示す。

【気象調査方法】
ア．調査地点：開発予定地1地点
イ．調査時期：2001年12月頃から半年間連続測定
ウ．調査項目：天気、気温、湿度、風向・風速、日射量、放射収支量、降水量
エ．調査方法：自動気象観測装置による測定
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ｂ）水質汚濁
石炭鉱山開発では、表土剥離に伴う土壌流出、剥土捨て場の崩壊・流出、石炭ス

トックパイルからの酸性水および重金属含有排水等、多くの水質汚濁要因が想定さ
れる。
上述のように、ガオ市は周囲を山々に囲まれた典型的な盆地であり、現地踏査に

おいて確認した河川の数、水量からみても水に恵まれた地域であるといえる。
産業は農業が主体であり、豊かな水を利用して高度に土地が利用され、稲作・畑

作が行われている。盆地からのただひとつの流出河川であるガオ川はガオ市民の飲
料水源にも用いられているほか、開発域がガオ川源流域にあたり、万一汚染された
場合下流への影響が極めて大きい。また、開発予定地周辺の小集落では地下水を飲
料水として利用しているとのことから、地下水汚染についても配慮が必要となる。
水質汚濁はガオ地区における石炭開発で最大の問題となる可能性がある。
本調査では、水質汚濁関連資料の収集整理および現地踏査による既存汚染源の確

認を行うほか、ガオ地区および下流域の水利用実態の把握を把握するとともに、現
地実査により水系の確認、流量、水質等の水環境の現況を把握した上で、必要な水
質汚濁対策を検討する。以下に水質調査方法を示す。

ａ．河川調査
ア．調査地点：開発予定地と水系との関係を把握後、20地点程度選定。測点配
置の例を図8－4－1に示す。
イ．調査時期：2001年12月頃から半年間、月1回測定。雨期・乾期の水質、流量
を特性を把握。
ウ．調査項目：流量、水質。調査項目はタイ国の表流水の水質環境基準のうち
石炭公害に関連する項目を選択した。調査項目の例を以下に示す。
（流量、水温、pH、溶存酸素量、電気伝導度、濁度、BOD、大腸菌群数
（総数、糞便性）、硝酸態窒素、アンモニア態窒素、銅、ニッケル、マンガ
ン、亜鉛、カドミウム、六価クロム、鉛、総水銀、ヒ素、シアン）
エ．調査方法：現場測定およびラボ水質分析による。

ｂ．地下水調査
ア．調査地点：開発予定地周辺の井戸分布を確認後、地下水の流動を考慮し10
地点程度選定
イ．調査時期：2001年12月頃から半年間、月1回測定。
ウ．調査項目：地下水位、水質。調査項目はタイ国の飲料用地下水基準のうち
石炭公害に関連する項目を選択した。調査項目の例を以下に示す。
（地下水位、pH、電気伝導度、鉄、マンガン、亜鉛、硫酸塩、塩化物、フ
ッ化物、硝酸塩、硬度、全固形物、ヒ素、シアン、鉛、水銀、カドミウム、
セレン、大腸菌）
エ．調査方法：現場測定およびラボ水質分析による。
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ｃ）騒音・振動
開発予定地周辺に人家がある場合は低騒音機械の使用、早朝・夜間および休日操

業の自粛、発破の種類・使用方法等を含む騒音・振動対策が必要になる。また、輸
送車両による騒音・振動についても対策を検討する必要がある。
本調査では、騒音・振動関連資料の収集整理および現地踏査による既存発生源の

確認を行うほか、開発予定地周辺およびアクセス道沿いの集落および学校、病院等
の静穏を要する施設の存在状況を把握し、必要な騒音・振動対策を検討する。

ｄ）生態系
DMR環境部によれば、開発予定地区に貴重な動植物および生物保護地域は存在し

ないとのことであるが、本調査ではMOSTE、大学、研究機関等の自然保護関係機
関へのヒアリングを実施し、開発予定地区および影響域内の保護対象生物の有無を
確認するとともに、必要な生態系保護対策を検討する。

ｅ）土壌汚染
ヒアリング等に基づき、開発予定地区周辺の既存の土壌汚染の有無を確認し、開

発に伴う土壌汚染防止対策を検討する。

ｆ）地形・地質
開発に伴う地形改変による斜面崩壊防止等の安全対策について検討する。
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３）社会環境調査

本格調査において必要と考えられる社会環境調査の概要を以下に示す。
ａ）関係地域の社会経済

社会環境関連データでは、ガオ市の主なインフラ、人口分布、産業、集落の分布、
水利用、土地利用等の情報を補強する必要がある。このほか、ガオ市以外にも、石
炭開発によって影響を受ける可能性のある地域を検討し、社会環境関連データを収
集・整理する必要性がある。
これらの情報に基づき、開発による関連地域への影響を検討する。

ｂ）少数民族等
開発予定地周辺の少数民族およびミャンマー難民等に関する情報も収集・整理す

る必要がある。DMRおよびEGATによれば、ガオ地区に多いヤオ族、メオ族等の少
数民族に対しては、タイ国として特に保護策はとっていないとのことであるが、確
認が必要である。また、ミャンマー国からの難民に対するタイ国の対応施策につい
ても、関係官庁へのヒアリングが必要である。このほか、少数民族保護に関係する
NGOがあれば、情報を入手する必要がある。

ｃ）住民移転
ガオ地区の石炭開発において住民移転が行われる可能性がある場合、タイ国にお

ける関連法規あるいは補償に関する社会的慣習について、関係官庁、大学等へのヒ
アリングおよびタイ国における既存の住民移転に関するレポートの整理が必要であ
る。
メ・モ火力発電所の場合、過去に住民移転が行われたが、移転の対象となった住

民の大部分が同発電所関係者であったようであり、ガオ地区の場合、住民の大部分
が農業従事者であること、少数民族がかなりの数存在すること、ミャンマー難民が
存在すること等を考えた場合、メ・モの経験がそのまま適用できるとは考えにくい。
少数民族および難民の扱い、大規模な住民移転については、近年世界的にその対応
が注目されるところであるので、世界銀行の「非自発的移住（Operation Directive 
4.30, Involuntary Resettlement）に関するガイドライン」およびタイ国における既存
の住民移転に関するレポート等を整理し、十分留意して調査を進める必要がある。

ｄ）歴史的・文化的遺産の消失・影響
今回の調査では情報が不十分であるため、ガオ地区における歴史的・文化遺産の存

在を確認し、存在する場合には、その対策を検討する必要性がある。
ｅ）景観への影響

ガオ地区には人が集中する観光施設、公園等はないとの情報を得ているが、現地実
査等に基づき必要に応じてガオ地区の景観保全に必要な対策を検討する。

ｆ）交通安全
工事期間中および供用時における交通安全対策について検討する。
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４）環境影響を最小限にする鉱山開発ガイドライン作成

以上述べた環境調査結果等に基づき、鉱山開発における種々の環境影響要因への対
策を検討し、国際的なレベルの環境配慮ガイドラインを参考にしながら、現地の自
然・社会環境へのインパクトを最小限にする鉱山開発ガイドラインを作成する。
同ガイドラインに盛り込まれるべき環境関連事項としては、以下のようなものがあ

げられる。

【自然環境対策】
ａ）大気汚染対策
ｂ）水質汚濁対策（表流水および地下水）
ｃ）騒音・振動防止対策
ｄ）土壌汚染防止対策
ｅ）廃棄物対策（剥土、沈殿池スラッジ等を含む）
ｆ）生態系保全対策
ｇ）表土保全計画
ｈ）採掘跡地復旧対策
ｉ）モニタリング計画

【社会環境対策】
ａ）地域の社会経済対策（既存インフラ、土地利用、水利用等への影響緩和対策）
ｂ）少数民族対策
ｃ）住民移転対策
ｄ）歴史的・文化的遺産の保全対策
ｅ）交通安全対策
ｆ）景観保全対策
ｇ）閉山後の鉱山跡地管理計画
ｈ）モニタリング計画

８－５　現地再委託業務

（１） 石炭開発

Phase1のみ
１）ACC用バルクサンプル採取
・露頭部より5トン程度

２）浮沈試験
・炭層別　5枚（炭層）5×3本（試錐）
・浮遊選炭試験（微粉部分） 同上
（試錐・元素分析･工業分析については地質の項参照）
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３）一軸圧縮強度・三軸圧縮強度試験
・（深度50m、100m付近） 2箇所×3本（試錐）

４）注水試験
・石炭ゾーン下盤位置 1箇所×3本

※３）、４）についてはWRレポートと同内容とする。
※３）のサンプルは２）の試錐により採取。

（２） 石炭探査

Phase1および2共通
１）試錐・物理検層
・試錐調査：5地点、深度100―200m、1地点約5サンプル採取
・物理検層：自然放射能、密度、電気、孔径
・孔内原位置試験（Phase2のみ）

２）試験・分析
・石炭分析：工業分析、発熱量、全硫黄、形態別硫黄分析、元素分析
・岩石試験（Phase2のみ)

（３） 環境調査

前述したように、本格調査でカウンターパートのDMR環境部は、保有する人員および
機材ともに必ずしも十分ではなく、ここで提案したすべての調査を独自で実施する能力
はないと考えられる。従って、以下の事項については現地再委託業務とすることが妥当
であると考えられる。

【現地調査】
・気象調査：自動測定、半年間
【分析】
・水質分析：表流水、地下水について、月１回分析。

これらの委託先としては、表6－1－3および表6－1－4に示した通りであるが、DMR環
境部によればコンサルタントしては、SP.Sが鉱山開発関連EIAの実績が多く、同社は自
然・社会環境いずれについても調査可能とのことであった。
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【付属資料】
NGOリスト

【略語】
科学技術環境省（MOSTE: Ministry of Science, Technology and Environment）
工業省（MOI：Ministry of Industry）
交通通信省（MOTC：Ministry of Transport and Communication）
農業協同組合省（MOAC：Ministry of Agriculture and Cooperatives）
内務省（MI：Ministry of Interior）
文部省（MOE：Ministry of Education）
厚生省（MOPH：Ministry of Public Health）
国防省（MOD：Ministry of Defence）
国家経済社会開発庁（NESDB：National Economic and Social Development Board）

工業省鉱物資源局（DMR：The Department of Mineral Resources）
国家環境委員会（NEB : National Environmental Board）
環境政策計画室（OEPP：Office of Environmental Policy and Planning）
汚染防止局（PCD：Pollution Control Department）
環境促進局（DEQP：Department of Environmental Quality Promotion）
産業労働局（DIW：Department of Industrial Work）
国家森林局（RFD：The Royal Forest Department）
国家潅漑局（RID：The Royal Irrigation Department）
港湾局（HD：The Harbor Department）
水産局（DOF：Department of Fisheries）

国家環境保護法 （Enhancement and Conservation of National Environmental Quality 
Act, B.E. 2535 （1992））
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